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はじめに 

全国の自殺者数は、平成 10 年には昭和 53 年の統計開始以来初めて 3 万人を超

え、その後も横ばいの状態が続き、平成 18 年には自殺対策基本法が制定されまし

た。平成 10 年以降 14 年間 3 万人を超える状態が続いていましたが、平成 24 年

から令和 4 年にかけて 11 年連続で減少が続き、3 万人を下回っています。このよ

うに、自殺は減少傾向にあるものの、10～39 歳の各年代の死因順位の第 1 位は自

殺となっており、その対策が求められています。 

沖縄県の自殺対策に関しては、自殺対策基本法及び平成 19 年 6 月に策定された

自殺対策の指針である自殺総合対策大綱を受け、保健、医療、福祉、教育、労働等、

関連施策との連携の下、「生き心地のよい社会の実現」を目指した自殺対策を推進

することを目的に、平成 20 年 3 月に「沖縄県自殺総合対策行動計画」を策定し各

種対策の取り組みを開始しています。その後、平成 28 年 4 月には自殺対策基本法

の改正、平成 29 年には「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を基本

理念に掲げた自殺総合対策大綱の見直しを受け、平成 31 年 3 月に「第 2 次沖縄県

自殺総合対策行動計画」を策定しています。更なる自殺対策強化を図るべく、令和

4 年 10 月に策定された新たな自殺総合対策大綱の内容を踏まえ、令和 6 年 3 月に

「第 2 次沖縄県自殺総合対策行動計画」の中間見直しが行われました。 

 

糸満市におきましても、こうした動きを背景に、全ての人がかけがえのない個人

として尊重されるとともに、生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、そ

の妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支え、かつ促進するための

環境の整備充実を図るため、このたび令和 6 年度から 5 年間を計画期間とする、

「いのち支える糸満市自殺対策計画」を策定しました。 

自殺総合対策大綱の基本理念「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」

を目指して、市の課題である「高齢者」「生活困窮者」「無職者・失業者」の自殺対

策を中心とした施策の積極的な推進に取り組んでまいりますので、市民の皆様や自

殺対策に取り組む様々な団体の、より一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたりまして貴重なご意見、ご指導をいた

だきました皆様に対しまして、厚くお礼を申し上げます。 

 

令和６年 10 月  

            糸満市長  當
とう

 銘
め

  真
しん

 栄
えい
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第 1 章 計画策定にあたって 

1 計画策定の背景 

全国の自殺者数は、平成 10 年には昭和 53 年の統計開始以来初めて 3 万人を超

え、その後も 14 年間 3 万人を超える状態が続いていました。こうした背景の中、

平成 18 年には自殺対策基本法が制定され、翌年の平成 19 年に自殺総合対策大綱

が策定されました。それ以降「個人の問題」と認識されがちであった自殺は、広く

「社会の問題」と認識されるようになり、国を挙げて自殺対策が総合的に推進され

た結果、自殺者数の年次推移は減少傾向となったものの、現在でも 2 万人を超える

水準となっています。自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活

困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社会的要因があることが

知られています。自殺は、個人の自由な意志や選択の結果ではなく、「その多くが

追い込まれた末の死である」ということができます。（図 1） 

糸満市の自殺者の原因・動機でも、「健康問題」「勤務問題」「家庭問題」など様々

な原因が複数挙げられていることもあり、個人では解決できない大きな問題となっ

てしまったことで、自殺に追い込まれた人がいることが推測されます。 

こうした中、平成 28 年 4 月には基本法が改正され、法第 13 条において、すべ

ての市町村が地域自殺対策計画を策定することが示されました。そのため、本市と

しても「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して」、「いのち支え

る糸満市自殺対策計画」を策定しました。 

図 1 自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料）出典：自殺実態白書 2013（ライフリンク） 
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2 計画策定の目的 

自殺はその多くが追い込まれた末の死であることや、自殺対策の本質が生きるこ

との支援であることを改めて認識し、全ての人がかけがえのない個人として尊重さ

れるとともに、生きがいや希望をもって暮らすことができるよう、自殺対策の目的

と基本方針及び基本施策等を示した「いのち支える糸満市自殺対策計画」を策定し、

「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指します。 

 

3 計画の位置づけ 

本計画は、平成 28 年に改正された自殺対策基本法に基づき、国の定める自殺総

合対策大綱の趣旨を踏まえて、同法第 13 条第 2 項の規定にもとづき「地域自殺対

策計画」として策定するものです。 

子どもたちの笑顔があふれ、若い世代が将来に希望を持ち、高齢者が元気に生き

がいを持って暮らしていけるよう、市民とともにまちづくりを進めていくための指

針「第 5 次糸満市総合計画」、「第 2 次健康いとまん 21」、「第 3 次糸満市地域福祉

計画」等の保健・福祉の分野別計画との整合性を図り、本市における自殺対策の総

合的な計画としての目標、施策などを示しています。 
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4 計画の期間 

国の自殺総合対策大綱がおおむね 5 年を目途に見直すこととされていることを

踏まえ、本計画の期間は、令和６年度から令和 10 年度までの 5 年間とします。な

お、本計画は「自殺対策基本法」または「自殺総合対策大綱」が改正された場合、

必要に応じて見直しを行います。 

 

5 計画の数値目標 

自殺総合対策大綱において、国は令和 8 年までに人口 10 万人あたりの自殺死亡

者数（以下「自殺死亡率」という。）を平成 27 年の 18.5 人から先進諸国同様水準

の 13.0 人以下まで、30％以上減少させることを目標として定めています。 

本市においては、令和 4 年現在の自殺死亡率を基準値とし、目標年度である令和

10 年までに、30％以上減少させることを目指します。 

なお、具体的な数値目標を下記に示します。（表 1） 

 

表 1 計画の数値目標 

項  目 
現状値 

令和 4 年度 

目標値 

令和 10 年度 

人口 10 万人あたりの自殺死亡者数
(自殺死亡率) ※1 

16.0 人 11.2 人 

※1 自殺死亡率・・・自殺死亡者÷人口×100,000 

 (出典)地域自殺対策プロファイル 2023 より引用。目標値は現状値の 30％減少のため、 

(現状値-(現状値×0.3))で計算(小数点第二位切り捨て) 

 

最終的な目標は、「誰も自殺に追い込まれることのない社会 

（自殺者0人）の実現」です。 
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第 2 章 糸満市における自殺の特徴 

1 全国、沖縄県との比較 

平成 30 年から令和 4 年の自殺死亡率の推移について、国及び沖縄県の自殺死亡

率は微増傾向でしたが、本市における自殺死亡率は令和 2 年に 19.3 人と一度増加

に転じ、全国及び沖縄県より高くなったのち、令和 3 年に 17.6 人、令和 4 年 16

人と減少し続け、現在は国及び沖縄県より低い傾向となっています。 

表 2 人口 10 万人当たりの自殺死亡率の推移（糸満市、沖縄県、全国の比較）（人） 

(出典)自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府及び厚生労働省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

糸満市 13 12.9 19.3 17.6 16

沖縄県 14.6 16.6 14 16.6 18.1

全国 16.2 15.7 16.4 16.4 17.3
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19.3
17.6

16

0

5

10

15

20

25

糸満市 沖縄県 全国



 

 

5 

 

2 糸満市の自殺の現状 

（1）男女別の自殺者数の推移及び構成比 

平成 30 年から令和 4 年の全ての年において、男性の自殺者数が女性の自殺

者数を上回っており、総数で 49 人、男性 35 人、女性 14 人となっています。

（表 3） 

自殺死亡者の性別構成割合は男性 71.4％、女性 28.6％で、男性が高い傾向に

あります。全国の性別構成割合(男性 67.6％、女性 32.4％)と比較しても、糸満

市における男性の割合は高くなっています。（表 4） 

表 3 糸満市の男女別自殺者数の推移（人） 

(出典)自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府及び厚生労働省） 

表 4 自殺死亡者の性別構成比（％）平成 30 年～令和 4 年の平均値 

(出典)自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府及び厚生労働省） 

糸満市 沖縄県 全国

女 28.6% 24.7% 32.4%

男 71.4% 75.3% 67.6%

71.4% 75.3% 67.6%

28.6% 24.7% 32.4%
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（2）「性別・年代別」の特徴 

平成 30 年から令和 4 年において、年代別の自殺死亡者割合を見ると、60 歳

代男性が 18.4％と最も多く、次いで 40 歳代男性の 16.3％となっています。 

女性は 50 歳代が 8.2％と最も多く、次いで 20 歳代 30 歳代の 6.1%となっ

ています。また 20 歳代、50 歳代では男性より女性が高い傾向にあります。（表

5） 

表 5 糸満市の「性別・年代別」自殺者割合 平成 30 年～令和 4 年平均 

(出典)自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府及び厚生労働省） 
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（3）「原因・動機」について 

自殺に至る原因・動機は様々であり、また単独の原因ではなく複数の原因によ

ることも多いため、一律の原因・動機を特定することは困難です。ただし、国に

おいては、遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機に

ついて全国集計を行なっています。この資料によると、一番多いのが「健康問題」

で次に多いのが「経済・生活問題」となっています。本市においても、「健康問

題」が多く同様の傾向を示しています。（表 6） 

また、自殺の原因・動機は単純ではなく、多くの場合自殺に至るプロセスにお

いて、複数の要因が絡んでいると言われています。（図 2） 

表 6 糸満市の「原因・動機別」自殺者数（人） 

(出典)自殺の統計：地域における自殺の基礎資料（内閣府及び厚生労働省） 
＊自殺の原因・動機別に係る集計については、遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに
推定できる原因・動機を自殺者一人につき 3 つまで計上していたが、令和 4 年からは、家族
等の証言から考えうる場合も含め、自殺者 1 人につき 4 つまで計上可能としている。そのた
め、原因・動機特定者の原因・動機別の和と原因・動機特定者数とは一致しない。 

 

 

 

家庭問題 健康問題
経済・

生活問題
勤務問題 男女問題 学校問題 その他 不詳

平成30年 1 2 0 3 0 0 1 4

令和元年 3 1 2 1 1 0 0 3

令和2年 0 6 1 1 1 0 2 3

令和3年 2 1 0 1 0 1 1 7

令和4年 2 6 2 1 1 0 1 3
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図 2 自殺の危機経路(自殺に至るプロセス) 

出典：自殺実態白書 2013（ライフリンク） 
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3 糸満市における自殺の特徴 

地方自治体が自殺に関する地域の分析及び特性を把握するため、自殺総合対策推

進センターが毎年地域ごとに自殺の実態を分析した「地域自殺実態プロファイル」

を作成し、提供しています。糸満市では、「地域自殺実態プロファイル 2023【沖縄

県糸満市】」を参考に平成 30 年から令和 4 年の糸満市の実態を分析しました。 

 

（1）地域の自殺の概要 

本市では、「男性 60 歳以上の無職者(独居)」の割合が 14.3％で最も高く、次い

で「男性 60 歳以上の無職者(同居)」が 12.2％となっています。最も高い「60 歳

以上の無職者(独居)」の割合は全国(7.3％)に比べても 2 倍近い数値になっていま

す。女性では「20～39 歳の有職者(同居)」「20～39 歳の無職者(同居)」「40～59

歳の無職者(同居)」の割合が 6.1％と最も高くなっています。（表 7） 

表 7 糸満市の「性別×年代別×仕事の有無×同居の有無」の概要 

(出典)地域自殺実態プロファイル 2023(沖縄県糸満市)  
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有職者 無職者 有職者 無職者 有職者 無職者 有職者 無職者 有職者 無職者 有職者 無職者

20～39歳 40～59歳 60歳以上 20～39歳 40～59歳 60歳以上

男性 女性

自
殺

死
亡

率
(1

0
万

対
)

割
合

糸満市割合 全国割合 自殺死亡率(10万対) 全国自殺死亡率(10万対)

14.3% 

12.2% 

7.3% 

6.1% 6.1% 6.1% 
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（2）地域の自殺の特徴 

本市において、平成 30 年から令和 4 年の自殺者数の 5 年合計は 49 人（男性 

30 人、女性 19 人）です。 

自殺総合対策推進センターによる、自殺に関する地域分析及び地域特性（地域

の課題）の把握のための「地域自殺実態プロファイル」では、以下のように糸満

市の特徴が示されています。（表 8）なお、この結果を後述する本市の自殺対策

の重点施策に反映しています。 

表 8 糸満市の自殺の特徴 

上位５区分 
自殺者数 

5 年計 
割合 

自殺死亡率* 

(10 万対) 

背景にある主な自殺の危

機経路** 

1 位:男性 60 歳
以上無職独居 

7 14.3% 141.7 
失業（退職）＋死別・ 
離別→うつ状態→将来生
活への悲観→自殺 

2 位: 男性 60 歳

以上無職同居 
6 12.2% 36.1 

失業（退職）→生活苦＋
介護の悩み（疲れ）＋身
体疾患→自殺 

3 位: 男性 40～

59 歳無職同居 
4 8.2% 117.9 

失業→生活苦→借金苦+
家族間の不和→うつ状態
→自殺 

4 位:男性 20～
39 歳無職同居 

3 6.1% 66.3 

①【30 代その他無職】ひ
きこもり+家族間の不和
→孤立→自殺／②【20 代
学生】就職失敗→将来悲
観→うつ状態→自殺 

5 位:女性 20～

39 歳無職同居 
3 6.1% 28.1 

DV 等→離婚→生活苦＋
子育ての悩み→うつ状態
→自殺 

(出典)地域自殺実態プロファイル 2023(沖縄県糸満市) 
*自殺死亡率の母数(人口)は令和 2 年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計。 
**「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考。 
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第 3 章 これまでの取組 

1 ゲートキーパー養成講座 

ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでい

る人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ること

ができる人のことで、言わば【命の門番】と表現されることもあります。自殺対策

では、悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して「孤独・孤立」を防ぎ、支援する

ことが重要です。１人でも多くの方に、ゲートキーパーとしての意識を持っていた

だき、専門性の有無にかかわらず、それぞれの立場でできることから進んで行動を

起こしていくことが自殺対策につながります。（図 3） 

本市では、平成 26 年度からゲートキーパー養成講座を開催し、市民・自治会長・

民生委員・児童委員等の方々が受講し、平成 30 年度までに 181 人の方が受講して

います。（表 9） 

表 9 ゲートキーパー養成講座修了者人数 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 合  計 

38 43 35 46 19 181 

図 3 ゲートキーパーの役割 

 

2 こころの健康相談 

糸満市では、気持ちが落ち込んでいる・眠れない・対人関係がうまくいかない・

お酒の問題等様々な悩みや困難を抱える方やその家族等が身近なところで相談・支

援が受けられるよう「こころの健康相談」を実施しています。本事業では、精神保
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健福祉士が相談者の気持ちに寄り添いながら話をうかがい、相談内容の整理、医療

機関やその他の関連支援機関等につなげるなどの支援をおこなっています。相談日

が決まっているため、予約から実施までの期間が開くことや、都合が合わないこと

など課題もあります。平成 30 年度から令和 5 年度の相談実績をみると、男性より

も女性の相談が多く、内訳としては家族からの相談が多い状況です。（表 10、表 11） 

表 10 こころの健康相談実績（延べ人数）人 

年度 男 女 総数 

平成 30 年度 3 12 15 

令和元年度 1 8 9 

令和 2 年度 1 4 5 

令和 3 年度 2 6 7 

令和４年度 2 7 9 

令和 5 年度 2 4 6 

合 計 10 41 51 

※本人と家族一緒の来所は両方にカウント。 
 

表 11 こころの健康相談実績・内訳（延べ人数）人  

年度 本人 家族 
社協 

ケースワーカー 
他課 その他 総数 

平成 30 年度 7 7 0 0 1 15 

令和元年度 4 5 0 0 0 9 

令和 2 年度 2 3 0 0 0 5 

令和 3 年度 6 1 0 0 0 7 

令和４年度 5 4 0 0 0 9 

令和 5 年度 1 5 0 0 0 6 

合 計 25 25 0 0 1 51 

 

本市では、平成 25 年に策定した第 2 次健康いとまんにおいて、心身の健康増進

に向けた取り組みを推進してきましたが、自殺はその多くが追い込まれた末の死で

あること、自殺の背景や原因となる様々な社会的要因への支援が必要であるため、

自殺対策を「生きることの包括的な支援」として全庁体制で推進します。 
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第４章 計画の基本的な考え方  

Ⅰ．基本理念 

 自殺総合対策大綱では「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」

としています。本市においても同様に「誰も自殺に追い込まれることのない糸満市

の実現」を基本理念とし、全庁的な取り組み、関係機関・部署等と連携を図りなが

ら自殺対策を推進します。 

 

Ⅱ．基本方針  

令和４年１０月に閣議決定された自殺総合対策大綱を踏まえて、糸満市におい

ても、以下の６つを「自殺対策の基本方針」とします。  

 

１ 生きることの包括的な支援として推進  

個人や地域において、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の「生

きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」より、失業や多重債務、生活困窮

等の「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回った時に、自殺リスク

が高まるとされています。 そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減

らす取組に加え、「生きることの促進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通

して自殺リスクを低下させる方向で推進する必要があります。自殺防止や遺族支援

といった狭義の取組のみならず、地域において「生きる支援」に関連するあらゆる

取組を総動員して、まさに「生きることの包括的な支援」として推進していきます。 

 

２ 関連施策との有機的な連携の強化  

自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにするためには、

精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要です。 

また、このような包括的な取組を実施するためには、様々な分野の施策、関係者や

組織等が密接に連携する必要があります。  

自殺の要因となり得る孤独・孤立、生活困窮、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり

等、関連の分野においても同様の連携や取組が展開されています。連携の効果を更

に高めるため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる関係者が、それぞれ自殺

対策の一翼を担っているという意識を共有します。  

とりわけ、属性を問わない相談支援、参加支援及び地域づくりに向けた支援を一体

的に行う「重層的支援体制整備事業」の実施、地域共生社会の実現に向けた取組や

生活困窮者自立支援制度などとの連携を推進していきます。 
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３ 対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動  

自殺対策は、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、「対人支援のレベル」、

「地域連携のレベル」、「社会制度のレベル」、それぞれのレベルにおいて、総合的

に推進することが重要です。  

また、時系列的な対応の段階としては、自殺の危険性が低い段階における啓発等

の「事前対応」と、現に起こりつつある自殺発生の危険に介入する「危機対応」、

それに自殺や自殺未遂が生じてしまった場合等における「事後対応」という、３つ

の段階が挙げられ、それぞれの段階において施策を講じていきます。 

 

４ 実践と啓発を両輪として推進  

自殺に追い込まれるという危機は、「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に

陥った人の心情や背景は未だ十分に理解されにくいのが実情です。そのため、そ

うした心情や背景への理解を深めることも含めて、危機に陥った場合には誰かに

援助を求めることが適当であるということが、地域全体の共通認識となるように、

積極的に普及啓発を行います。 

全ての市民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気

づくとともに、そうしたサインに気づいたら、精神科医等の専門家につなぎ、そ

の指導を受けながら見守っていけるよう、メンタルヘルスへの理解促進も含め、

広報活動、教育活動等に取り組みます。  

また、自殺に対する誤った認識や偏見によって、遺族等が悩みや苦しさを打ち

明けづらい状況が作られるだけでなく、支援者等による遺族等への支援の妨げに

なっていることから、自殺に対する偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動

に取り組んでいきます。 

５ 関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進  

自殺対策が最大限その効果を発揮して「誰も自殺に追い込まれることのない社会」

を実現するためには、関係団体、民間団体、企業、住民等が連携・協働し、市を挙

げて自殺対策を総合的に推進することが必要です。 

そのため、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化したうえで、相互

の連携・協働の仕組みを構築します。 

 

６ 自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮  

 国、地方公共団体、民間団体等の自殺対策に関わる者は、自殺者及び自殺未遂者

並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、不当に侵害するこ
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とのないよう、認識し自殺対策に取り組む必要があります。しかし、社会にはいま

だ自殺に対する差別や偏見があり、平穏な生活を送ることができない現状もありま

す。 

 糸満市では、こういった現状も踏まえ、市民一人ひとりが自殺や自殺に陥った人

達への誤った認識や偏見を払拭できるよう正しい知識を周知し、「誰も自殺に追い

込まれることのない社会」の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

Ⅲ．施策体系 

 

 

 

基本方針 

1.生きることの包括的な支援として推進 2.関連施策との有機的な連携の強化 

3.対応の段階に応じたレベルごとの対策

の効果的な連動 

4.実践と啓発を両輪として推進 

5.関係者の役割の明確化と関係者による

連携・協働の推進 

6.自殺者等の名誉及び生活の平穏へ

の配慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生きる支援関連施策 

地域における 

ネットワーク強化 

 

自殺対策を支え

る人材の育成 

住民への 

啓発と周知 

自殺未遂者等への 

支援の充実 

自死遺族等へ

の支援の充実 

児童生徒の SOS の 

出し方に関する教育 

高齢者の 

自殺対策 

生活困窮者の 

自殺対策 

無職者・失業者の

自殺対策 

糸満市で実施している事業のうち、「生きる支援」に関連する施策（125 事業） 
※第 5 章参照 

基本施策 重点施策 

基本理念：誰も自殺に追い込まれることない糸満市の実現 



 

 

16 

 

第５章 いのち支える自殺対策における取組 

Ⅰ．基本施策 

基本施策とは、地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な取

組、すなわち「地域におけるネットワークの強化」「自殺対策を支える人材の育成」

「住民への啓発と周知」「自殺未遂者等への支援の充実」「自死遺族等への支援の充

実」「児童生徒のＳＯＳを見逃さない」です。  

これらの施策それぞれを強力に、かつこれらを連動させて総合的に推進すること

で、本市における自殺対策の基盤を強化します。  

  
 

 

 

 

 

 

 

１ 地域におけるネットワーク強化  

本市の自殺対策を推進する上で最も基礎となる取組が、地域におけるネットワー

クの強化です。これには、自殺対策に特化したネットワークの強化だけでなく、地

域の実情に沿った自殺対策を保健・医療・福祉・教育・労働・法律等の連携の下、

切れ目のない支援体制を構築することが必要です。 

内容 主管課 

(1) 健康づくり推進協議会等を活用し、関係機関で情報を共有

し、連携の強化を図ります。 

健康推進課 

(2) 重層的支援体制整備事業を活用し、本市の自殺対策を庁内

関係部局で情報を共有し、総合的かつ効果的に自殺対策を推進

します。 

社会福祉課 

健康推進課 

(3) 個別事例の支援を通した、関係機関との実務者レベルの連

携を図り、自殺リスクのある方への支援のネットワーク構築に

努めます。 

健康推進課 

介護長寿課 

こども未来課 

障害福祉課 

社会福祉課 

 

１「地域におけるネットワークの強化」 

２「自殺対策を支える人材の育成」 

３「住民への啓発と周知」 

４「自殺未遂者等への支援の充実」 

５「自死遺族等への支援の充実」 

６「児童生徒の SOS の出し方に関する教育」 
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内容 主管課 

(4) 妊娠届出時の面接から出産後の養育まで、切れ目のない支

援体制の構築を図るため、こども家庭センターにおける産後ケ

ア事業、乳児家庭全戸訪問事業等による妊産婦の心身の健康状

態(産後の抑うつ症状等)の把握、養育上支援を必要とする家庭

の早期フォロー等により、医療機関や地域保健が連動した妊産

婦の支援ネットワークづくりを推進します。併せて、育児不安

等に悩む若年妊産婦等に対する支援を行います。 

健康推進課 

こども未来課 

 

２ 自殺対策を支える人材育成 

地域のネットワークは、それを支える優れた人材がいてこそ機能します。そのた

め自殺対策を支える人材の育成を、本市の自殺対策を推進する上で基礎となる取組

として推進していきます。身近な地域で支え手となる市民を増やし、様々な分野の

専門家や関係者に自殺対策の視点を持ってもらうための研修等を行います。  

内容 主管課 

(1) 市民や職員等を対象としたゲートキーパー養成講座やメ

ンタルヘルスに関する講演会などにおいて、困難な悩みを抱

える方への早期の気づきができるように取り組みます。 

健康推進課 

人事課 

(2) 人材の育成及び全庁的な連携を図るため、職員の視点を養

うための研修を実施します。 

人事課 

健康推進課 

(3) 相談窓口だけでなく、徴収業務等の行政手続きで、市民に

接する機会が多い課は、職員が気づき役として、自殺対策の支

えとしての人材育成を行います。 

介護長寿課 

社会福祉課 

市民生活環境課 

税務課 

国民健康保険課 

水道総務課 

建設課 

市民課 

(4) 児童生徒に接する教職員を対象に、SOS の出し方教育及

び児童生徒の SOS への大人の対応等について学ぶ機会を設

け、教職員の適切な対応を支援します。 

学校教育課 
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３ 住民への啓発と周知 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥

った人の心情や背景が理解されにくい現実があり、それに対する理解を深めること

も含めて、自殺の問題は一部の人や地域だけの問題ではなく、誰もが当事者となり

得る重大な問題であることについて、市民の理解の促進を図る必要があります。  

市民一人ひとりが自殺や自殺に陥った人達への誤った認識や偏見を払拭し、命や

暮らしの危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当であることを認識

してもらうよう啓発していきます。また、自殺に関連した相談窓口についても広く

住民へ啓発していきます。  

内容 主管課 

(1) ９月の自殺予防週間や３月の自殺対策強化月間に合わせ

て市役所ロビー等におけるパネル展の開催、リーフレットの

配布など、自殺対策及び生きる支援につながる周知と啓発に

取り組みます。 

健康推進課 

(2) 市のホームページ、広報等に、「こころの健康相談」、「市

民相談」、「法律相談」に関する情報等を記載し、住民への啓

発、周知を行います。 

健康推進課 
市民生活環境課 
 

(3) 助けを求めることにためらいを感じる人がいることを念

頭に、周囲にいる家族や友人、会社の同僚など異変に気付い

た人が気軽に相談できるよう、窓口の周知啓発に努めます。 

健康推進課 
市民生活環境課 
介護長寿課 

(4) 相談しづらい DV や虐待の相談のパンフレットを設置し、

相談窓口の普及を行います。 

こども未来課 
政策推進課 

 

４ 自殺未遂者等への支援の充実 

自殺者の多くに自殺未遂歴があるなど、自殺未遂は自殺のハイリスク群と考え

られており、自殺の再企図を防ぐための支援が必要です。自殺未遂者の多くが、

精神的健康問題、借金・経済問題、家庭、勤務問題等様々な問題を複合的に抱え

ており、適切な支援が確実に提供される体制を整備することが必要です。 

内容 主管課 

(1) 保健所や医療機関その他の関係機関と連携を図り、切れ目

のない包括的な支援に努めます。 

健康推進課 

(2) 身近な福祉の相談者である民生委員・児童委員が、さまざ

まな課題を抱えた対象者を発見し必要な支援につなぐこと

ができるよう民生委員・児童委員の活動支援を行います。 

社会福祉課 

健康推進課 

(3) 「こころの健康相談」、「市民相談」、「法律相談」、「高齢者

の総合相談」等、相談支援体制の充実に努めます。 

健康推進課 

市民生活環境 

介護長寿課 
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５ 自死遺族等への支援の充実 

自殺は、遺族に怒りや自責の念、罪悪感、混乱や拒絶など様々な感情や思いを抱

かせます。また、自殺は家族や友人だけではなく、地域社会、学校や職場にも大き

な影響を与えます。しかし、社会にはいまだ自殺に対する偏見があり、自死遺族等

にとっては悩みや困難、苦しさを相談する相手も限られ、心理的にも身体的にも辛

い状況となることが報告されています。 

本市では、自死遺族等への支援として、当人がおかれた状況を理解し、適切な支

援が行われるよう体制を整備していきます。 

内容 主管課 

(1) 遺族の心の相談の実施や自死遺族の会等の情報提供を行

います。 

健康推進課 

(2) 医療機関や学校その他の関係機関と連携を図り、切れ目の

ない包括的な支援に努めます。 

健康推進課 

学校教育課 

こども未来課 

市民生活環境課 

 

６ 児童生徒の SOS の出し方に関する教育 

若年層の死因に占める自殺の割合は高く、若年層の自殺対策が課題となっている

ことから、改正された自殺対策基本法にも「学校における SOS の出し方に関する

教育の推進」が盛り込まれました。児童生徒が命の大切さを実感できるだけでなく、

社会において直面する様々な困難・ストレスへの対処法を身に着けるための教育

(SOS の出し方に関する教育)の実施に向けた環境づくりを進めます。 

内容 主管課 

(1) いのちの大切さについての教育を行えるよう、教職員の資

質向上のための研修に取り組みます。また、SOS の出し方に

関するチラシの配布等の取り組みを行います。 

学校教育課 

(2) 児童生徒が出した SOS に対して、親を含めた周囲の大人

が気づく感度を高め、サポートできるよう啓発活動を行いま

す。 

学校教育課 

教育総務課 

生涯学習課 

こども未来課 

(3) プライバシーが守られる相談環境を整備し、スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカーの相談体制につい

て、沖縄県と連携していきます。 

学校教育課 
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Ⅱ．重点施策 

本市においては、平成 30 年から令和 4 年の 5 年間で、49 名が自殺で亡くなっ

ています。そのうち 60 歳以上の高齢者が 19 人（38.8％）、また無職者は 30 人

（61.2％）を占めています。 

「地域自殺実態プロファイル 2023」によると、「高齢者」「生活困窮者」「無職者・

失業者」に関わる自殺に対する取り組みが喫緊の課題となっています。  

これらを本市における重点施策として位置付け、それぞれの課題や対象者に関わる

様々な施策を結集させて、全庁一体的な取組として対策を推進していきます。  

  

 

 

 

 

 

 

１ 高齢者の自殺対策の推進  

高齢者は、死別や離別、病気や孤立等をきっかけに複数の問題を連鎖的に抱え込

み、結果的に高齢者の自殺リスクは急速に高まることがあります。そのため、自殺

リスクの高い高齢者の早期発見・早期支援が大きな課題となっています。また、今

後団塊世代の高齢化がさらに進むことで、介護に関わる悩みや問題も一層増えてい

くことが考えられます。さらには、引きこもりが長期化する中で、本人と親が高齢

化し、支援につながらないまま社会から孤立してしまう「8050(ハチマルゴウマル)

問題」のように、高齢者本人だけでなく、家族や世帯に絡んだ複合的な問題も増え

つつあるのが現状です。 

糸満市では、全国と比べ 60 歳以上男性の自殺死亡率が高くなっています。その

中でも独居の世帯の割合が全国の 2 倍近い高い数値になっています。今後、高齢化

の進展や、独居・高齢者のみの世帯の増加等により自殺のリスクが高まるおそれが

大きいことから、重点施策の一つとしています。 

高齢者の自殺を予防するために、高齢者の支援施策を引き続き推進し、相談窓口の

周知、関係機関の連携の強化に努め、高齢者が生きがいを持って生活できるような

地域づくりを目指します。 

 

 

 

１「高齢者の自殺対策」 

２「生活困窮者の自殺対策」 

３「無職者・失業者の自殺対策」 
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取組名 内容 主管課 

（１）高齢者の健康

づくり・介護予防の

推進 

ア 特定健診、長寿健診やがん検診、健康

相談を行うことにより疾病の予防、早期

発見・治療につなげます。 

国民健康保険課 

健康推進課 

介護長寿課 

イ 一般介護予防事業等の介護予防に取

り組み高齢者の介護予防を行います。 
介護長寿課 

（２）高齢者への相

談支援  

 

ア 高齢者本人や家族の生活、健康や介

護等の様々な悩みに対して、関係機関等

と連携して相談・支援に努めます。 

介護長寿課 

イ 認知症の人やその家族等の不安や悩

みについて、認知症地域支援推進員によ

る相談支援を行います。 

介護長寿課 

ウ 認知症について正しい知識を持ち、

認知症の人や家族を応援する認知症サ

ポーター養成講座等の研修を行い、様々

な高齢者の相談に対応できるよう努め

ます。 

介護長寿課 

（３）高齢者の孤立

の防止・生きがい活

動の支援 

 

ア 一人暮らし高齢者等に対する支援を

する際に、高齢者の見守りや状況の把握

に努め、問題の早期発見や必要な支援に

つなげます。 

介護長寿課 

イ 緊急通報システムを利用している一

人暮らしの高齢者（障害のある高齢者含

む）の安否確認等を通して、問題の早期

発見や必要な支援につなげます。 

介護長寿課 

障害福祉課 

ウ 民生委員・児童委員が地域の見守り

活動を行う際、地域で困難を抱えている

人に気づき、適切な相談機関につなげら

れるよう民生委員・児童委員の活動支援

を行います。 

社会福祉課 

エ 障害のある高齢者等に対する障害福

祉サービス（就労継続支援等）の適切な

支給を行います。 

障害福祉課 
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取組名 内容 主管課 

 オ 高齢者の生きがいの充実と社会参加

を促進するため、シルバー人材センター

等と連携を図ります。 

商工水産課 

カ 高齢者ができる限り自立し、生きが

いを持ち、安心して暮らせる社会づくり

を推進するために、老人クラブ連合会が

行う高齢者の生きがいづくりやスポー

ツ活動の活性化等、会員数や活動状況に

応じて補助金を助成し、老人クラブ連合

会の活動支援を行います。 

介護長寿課 

 

２ 生活困窮者の自殺対策の推進  

生活困窮は「生きることの阻害要因」のひとつであり、自殺のリスクを高める要

因になりかねません。 生活困窮者の背景は様々で、多様かつ広範な問題を複合的

に抱えていることが多く、経済的困窮に加えて関係性の貧困があり、社会的に排除

されやすい傾向にあります。 

本市では、生活困窮の状態にある方が、自殺に至らないよう支援につなぐ取組と、

関係機関が連携し、包括的な生きる支援を図っていきます。   

 

取組名 内容 主管課 

（１）各課の連携の

強化 

ア 各種窓口の相談等から把握した経済

的に厳しい状況に置かれた方からの生

活問題について、必要に応じて関係機関

と連携し支援を行います。 

市民生活環境課 
社会福祉課 
介護長寿課 
健康推進課 
こども未来課 

イ 人材育成及び全庁的な連携を図るた

め、職員の視点を養うための研修を実施

します。 

人事課 

健康推進課 

ウ 庁内における相談窓口や徴収業務等

に限らず、職員全員が気づき役として、

自殺対策の支えになるよう意識を持っ

て業務に取り組みます。 

全課 

エ 地域で生活困窮状態に陥ってリスク

を抱えた人の存在に早めに気づき、相談

につなげる体制構築（強化）のため、社

会福祉協議会及び関係機関等との連携

を図ります。 

社会福祉課 
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取組名 内容 主管課 

（２）生活困窮者へ

の支援の充実 

 

ア 経済的理由により就学が困難と認め

られる児童生徒の保護者に対し学用品

費、学校給食費、医療費など就学上必要

な費用の一部を援助することで、経済的

負担の軽減を図ります。 

学校教育課 

イ 母子及び父子家庭等に対し、生活の安

定と児童の福祉を増進することを目的

に、児童扶養手当の支給や医療費の助成

を行います。 

こども未来課 

ウ 就労支援のために設置した相談窓口

やハローワーク窓口、シルバー人材セン

ター窓口を通して、就職を希望する生活

困窮者等に対して支援を行います。 

社会福祉課 

商工水産課 

エ 生活保護受給者の最低限度の生活を

保障し、生活保護受給者が将来的に心身

ともに健康で自立できるよう努めます。 

社会福祉課 

 

３ 無職者・失業者の自殺対策の推進 

勤労世代の無職者の自殺率は同世代の有職者に比べ高いことが知られています。

糸満市でも自殺における無職者の割合は 61.2％となっており、自殺における無職

者の割合は高くなっています。無職者・失業者では、離職・長期間失業など就労や

経済の問題を抱えている場合もあれば、経済問題以外の傷病、障害や人間関係の問

題等を抱えている場合もあります。勤労世代の無職者・失業者は孤立しやすく、SOS

を発信しづらい傾向にあるため、自殺リスクの高さを念頭に、多職種、他分野で連

携した支援に努めます。 
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取組名 内容 主管課 

（１）各課の連携の

強化 

ア 各種窓口の相談等から把握した経

済的に厳しい状況に置かれた方から

の生活問題について、複数の問題を把

握した場合、必要に応じて関係機関と

連携し支援を行います。 

社会福祉課 

税務課 

国民健康保険課 

市民生活環境課 

健康推進課 

こども未来課 

教育総務課 

学校教育課 

生涯学習課 

水道総務課 

建設課 

商工水産課 

（２）無職者・失業者

への支援の充実 

ア 就職を希望する無職者・失業者に対

して、必要な支援、または関係機関の

紹介を行います。 

社会福祉課 

こども未来課 

商工水産課 

イ 住宅に困窮する者に対して、低廉な

家賃で賃貸することや家賃を補助す

ることで、生活の安定と社会福祉の増

進を行います。 

まちづくり課 

社会福祉課 
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【指標一覧】 

番

号 

指標 現状 

(令和 4 年度) 

目標 

(令和 10 年度) 

関連する施策 

1 人口 10 万人当たり

の自殺者数（自殺死

亡率） 

16.0 人 11.2 人  

     

2 重層的支援連携会

議の実施 

― 実施 基本施策 

1.地域におけるネッ

トワーク強化 

3 ゲートキーパー養

成講座の開催 

― 年 1 回以上 基本施策 

2.自殺対策を支える

人材育成 

4 広報紙やパネル展

などでの啓発活動 

年 1 回 年 2 回以上 基本施策 

3.住民への啓発と周

知 

5 こころの健康相談

の相談人数 

9 人 増加 基本施策 

4.自殺未遂者等への

支援の充実 

5.自死遺族等への支

援の充実 

6 睡眠で休養が取れ

ている者の増加 

71.4％ 増加 

 

７ SOS の出し方に関

するチラシの配布 

小学 4 年生以

上に配布 

全児童生徒に

配布 

基本施策 

6.児童生徒の SOS の

出し方に関する教育 

８ (社会参加)週に 1

回以上は外出する

後期高齢者の割合 

85.5％ 増加 重点施策 

１．高齢者の自殺対策

の推進 

９ 生活困窮者自立相

談機関くらしのサ

ポートセンター「き

づき」相談件数 

190 件 増加 重点施策 

２．生活困窮者の自殺

対策の推進 

３．無職者・失業者の

自殺対策の推進 
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Ⅲ．生きる支援関連施策 

１ 事業一覧表 

 糸満市で実施している全事業のうち、125 事業を「生きる支援」に関連する施策

として抽出し、自殺対策の視点を盛り込み、自殺対策の生きることの包括的な支援

として推進します。なお、生きる支援関連施策事業については一覧表に記載してい

ます。また、担当部署の施策状況についてＰＤＣＡを行います。 

（事業一覧表の内容については、組織再編等がある場合には、その都度修正等を行

います。） 

 

No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

1 健康推進課 
自殺対策緊急強
化事業 

・日常生活における人間関
係等の相談や、疑いを含む
精神疾患、依存症等の対応
方法などの相談を「こころ
の相談事業」として、精神
保健福祉士が受けている。
専門の職員が個人の相談を
受ける。 

〇医療機関を受診することへ
のハードルの高さや、周囲へ
の相談することのためらいが
あるような相談を、役所で専
門家が行うことで相談がしや
すい環境の提供をしている。
専門家がその対応方法やアド
バイスをすることで、不安・
負担感の軽減や抱え込まない
ようにすることで、生きるた
めの支援につながる。 

2 健康推進課 
精神保健相談事
業 

・精神的に不安を抱える人
の早期発見・早期治療・社
会復帰促進のため、保健師
による相談を実施する。 

〇精神障害を抱える方とその
家族は、地域社会での生活に
際して様々な困難を抱えてお
り、自殺リスクの高い方も少
なくない。 

3 健康推進課 
精神保健普及啓
発事業 

・普及啓発のため、パネル
展開催をする。 

〇精神障害を抱える方の中に
は自殺リスクの高い方が少な
くない。 
〇講演会の中で自殺行動につ
き取り上げることができれ
ば、自殺問題についての啓発
の機会となり得る。 

4 
健康推進課 
生涯学習課 

まちづくり出前
講座 
（心の健康に関
する出前講座の
実施） 

・住民からの要請により、
職員が地域に出向いて行政
に関する情報を分かりやす
く伝える。 
出前講座へのメニュー掲載
依頼を行い、心の健康につ
いて、依頼のあった団体へ
集団指導を行い、うつ病や
心の健康についての普及啓
発を図る。 

〇「ゲートキーパーの役割」
や「地域自殺対策の取組」等
を、関係課が出前講座のメニ
ューに加えることで住民への
啓発の機会となり得る。 
〇出前講座の中で、自殺問題
とその対応についても言及す
ることにより、当該問題に関
する住民の理解促進を図るこ
とができる。 
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No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

5 健康推進課 
疾病予防特別対
策事業 

・指導、健診結果相談会の
実施 

〇特定健診の受診者に、健康
問題に関する生活環境の聞き
取りを行い、要医療者、治療
中コントロール不良者、治療
中断者に対して、必要な場合
には専門機関による支援につ
ないだりするなど、支援への
接点となり得る健康の保持増
進の支援を行う。 

6 健康推進課 健康診査事業 

・40 歳未満の被保険者
で、健診を受診する機会の
ない方を対象に、健診を実
施する。 

〇健康診断の機会を活かし、
問題がある場合にはより詳細
な聞き取りを行うことによ
り、専門機関による支援への
接点になり得る。 

7 健康推進課 
重複多剤訪問支
援事業 

・重複多受診者を訪問指導
することにより、被保険者
の健康相談、適正受診の指
導を行う。(作成した対象
者リストに基づき、訪問指
導) 

〇医療機関を頻回・重複受診
する方の中には、地域で孤立
状態であったり、日々の生活
や心身の健康面等で不安や問
題を抱え、自殺リスクが高い
方もいると思われる。 
〇訪問指導の際に状況の聞き
取りと把握を行うことで、自
殺のリスクが高い場合には他
機関につなぐ等の対応を行う
ことができれば、自殺リスク
の軽減にもつながり得る。 

8 健康推進課 
健康づくり推進
協議会 

・計画の推進 
(健康づくり推進協議会の
運営) 
・計画の周知・広報 
(健康増進月間(9 月)で計
画に基づく取組の周知・広
報を行う。健康相談の席を
設けることで来庁した市民
が気軽に健康相談を受けら
れるようにする。) 
・第三次健康いとまん 21
の推進 
(毎年関係課に計画の進捗
状況を確認しており、その
結果を健康推進協議会で報
告し、助言をもらう場を設
けている。) 

〇計画の次期改訂の際には、
計画の中で自殺対策につき言
及することで、自殺対策との
連動性を高めていくことがで
きる。 
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No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

9 健康推進課 
妊婦健康診査事
業 

・親子健康手帳交付 
・妊産婦健康診査受診券の
交付（多胎の場合、妊婦健
診受診の追加） 
・妊婦全数面接（妊娠届時
に保健師等の面接（相談や
サービス紹介等）を実施
し、その後の妊娠、出産、
子育て期の切れ目ない支援
を目指す。 

〇保健師を対象に、自殺のリ
スクや支援のポイント等に関
する研修を実施することで、
本人や家族との接触時に状態
を把握し、問題があれば関係
機関につなげる等、自殺対策
を踏まえた対応の強化を図る
ことができる。 
〇親子手帳を交付する保健師
に研修を受けてもらい、DV
や育児支援者不足など、産後
うつ等に陥る可能性のある妊
婦を把握し、妊娠期からの生
きる支援を行うことが出来
る。 

10 健康推進課 
こんにちは赤ち
ゃん事業 

・「新生児訪問」「こんに
ちは赤ちゃん事業」 
出生した家庭を全数訪問
し、産後利用できる施設や
事業の情報提供・育児支援
を行い、支援が必要な家庭
を把握・支援を行う。 
・母子保健推進員定例会で
のこんにちは赤ちゃん訪問
や未受診者訪問の際の質問
票の内容の確認や、観察の
ポイント(母子の状況の聞
き取り方、質問票以外でも
表情等から育児支援が必要
そうな家庭の情報収集)等
の説明を行う。また支援が
必要とされる世帯を保健師
につなぐまでの流れを確認
する。 
・母子保健業務の研修の案
内を行う。 

〇産後うつや育児によるスト
レス等は母親の自殺リスクを
高める場合がある。 
〇訪問や電話支援を行う保健
師や助産師に対し研修を行
い、乳幼児を抱えた母親の抱
えがちな産後うつにつながり
そうな兆候とリスクの対応に
つき理解してもらうことで、
母親との面談時に異変や困難
に気づき、問題があれば関係
機関につなげる等、生きる支
援を行う。 
〇母子保健推進員に訪問に関
する研修や講習を行うこと
で、育児支援の必要な家庭を
発見し、必要な支援につな
ぐ、または育児に関する情報
(支援センター、ファミサ
ポ、一時預かり等)の提供を
行うことで、育児疲れ等の軽
減、孤立を防止するための支
援を行う。 

11 健康推進課 産後ケア事業 

・こんにちは赤ちゃん事業
で訪問した家庭に「産後ケ
ア事業」の案内を行い、助
産師による育児指導、育児
負担の軽減が受けられるよ
うにする。 

〇産後は育児への不安等か
ら、うつのリスクを抱える危
険がある。 
〇出産直後の早期段階から専
門家が関与し、必要な助言・
指導等を提供することで、そ
うしたリスクの軽減を図ると
ともに、退院後も他の専門機
関と連携して支援を継続する
ことができれば、自殺リスク
の軽減にもつながり得る。 
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No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

12 健康推進課 

乳児健康診査事
業 
1 歳 6 か月健康
診査事業 
3 歳児健康診査
事業 

・乳幼児健康診査 
・乳幼児健診(乳児健診、
1.6 健診、3 歳児健診)
で、身体計測や発達の確認
を行うとともに、育児に関
する保健・栄養相談を行
う。乳幼児の心身の発達や
両親の育児不安の確認を行
い、必要な育児支援を提供
する。 

〇子どもの発達に関して専門
家が相談に応じることで、母
親の育児負担や不安感の軽減
に寄与し得る。 

13 健康推進課 離乳食相談事業 
・離乳食に関する講和、相
談会を開催する。 

〇離乳食に関する相談会を通
じて、その他の不安や問題等
についても聞き取りができる
のであれば、問題を早期に発
見し対応するための機会とな
り得る。 

14 

（福祉に関す
ること） 
社会福祉課 
障害福祉課 
介護長寿課 
 
（健康に関す
ること） 
健康推進課 

総合相談事業 

・住民の福祉や利便性向上
のため、総合的な保健・福
祉相談サービスの提供や案
内等を行う。 
・住民の必要な支援を把握
するため、初期段階から継
続して相談支援を行い、ネ
ットワークの構築に努め
る。 

〇相談対応を行う職員にゲー
トキーパー研修を受講しても
らうことで、自殺のリスクを
抱えた（抱え込みかねない）
相談者がいた場合に、その職
員が適切な機関につなぐ等、
気づき役としての役割を担え
るようになる可能性がある。 
〇介護は当人や家族にとって
の負担が少なくなく、時に自
殺リスクにつながる場合もあ
る。 
〇介護にまつわる諸問題につ
いての相談機会の提供を通じ
て、家族や当人が抱える様々
な問題を察知し、支援につな
げることは、自殺対策（生き
ることの包括的支援）にもつ
ながる。 
〇問題の種類を問わず総合的
に相談を受けることで、困難
な状況に陥った住民の情報を
最初にキャッチできる窓口と
なり得る。 
〇訪問等のアウトリーチ機能
も有していることから、支援
の途中で関わりが途切れる事
態を防ぐことも可能で、取組
自体が生きることの包括的支
援（自殺対策）にもなってい
る。 
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No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

15 

健康推進課 
社会福祉課 
介護長寿課 
こども未来課 
保育こども園
課 

健康福祉祭り 

・健康福祉まつりを開催
し、健康の重要性及び定期
健診などの必要性について
住民の関心を喚起し問題認
識を深める。 
・社会参加や健康・生きが
いづくりを促進するととも
に、家族・地域とのつなが
りを実感できるイベントを
実施する。 

〇イベント内でテーマに関連
させながら生きることの包括
的支援（自殺対策）のパネル
展示やリーフレット配布を行
うことにより、住民への啓発
の機会になり得る。 

16 
国民健康保険
課 
税務課 

納税相談業務に
ついて 

・自治体税の徴収及び収納
事務を行う。 
・滞納者に対する納付勧
奨・減免状況の把握 

〇相談を受けたり徴収を行う
職員等にゲートキーパー研修
を受講してもらうことで、気
づき役やつなぎ役としての役
割を担えるようになる可能性
がある。 
〇滞納をしている方は、経済
的な困難を抱えている方も少
なくない。 
〇納付勧奨等の措置を講じる
中で、当事者から状況の聞き
取りを行い、必要に応じて
様々な支援機関につなげる
等、支援への接点となり得
る。 
〇(国保)医療機関を頻回・重
複受診する方の中には、地域
で孤立状態にあったり、日々
の生活や心身の健康面等で不
安や問題を抱え、自殺リスク
が高い方もいると思われる。 
〇(国保)訪問指導の際に状況
の聞き取りと把握を行うこと
で、自殺のリスクが高い場合
には他機関につなぐ等の対応
を行うことができれば、自殺
リスクの軽減にもつながり得
る。 

17 
国民健康保険
課 
税務課 

徴収業務につい
て 

・住民から納税に関する相
談を受け付ける。 

〇納税の支払い等を期限まで
に行えない住民は、生活面で
深刻な問題を抱えていたり、
困難な状況にあったりする可
能性が高いため、そうした相
談を「生きることの包括的な
支援」のきっかけと捉え、関
係課につなげられる体制を作
っておく必要がある。 
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No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

18 市民課 
住基・戸籍ロッ
ク 

・DV/ストーカー行為・虐
待等の被害者等から申し出
があれば、審査・認定を
し、加害者等から不当な目
的で住民票の写し等の交付
請求があった場合に交付を
拒否する（支援措置） 

〇申出を受ける際に、相談機
関への案内を行っている。受
付担当者にゲートキーパー講
座を受講してもらい、窓口に
来た申出者の変化に気づいた
場合には、速やかに相談機関
との連携が図れるような体制
をとる。 

19 
市民生活環境
課 

法律・行政相談
等推進事業 

・毎月第 1・2・4 水曜日
無料法律相談の開設 
・毎月第 1・2・3・4 火曜
日行政相談の開設 
・毎月第 3 水曜日司法書
士相談の開設 
・合同相談会（年２回：
春・秋） 
・消費者相談機関の情報提
供 
・交通事故に関する相談や
助言、関係機関の紹介の実
施 

〇各種相談を窓口や電話にお
いて、総合的に相談内容を聞
き取り、各種相談機関を案内
し、問題解決に向けた支援と
なり得る。交通事故の加害
者・被害者ともに、事故後に
は様々な困難や問題に直面
し、自殺リスクが高まる可能
性がある。 
〇(消費者相談)消費生活上の
困難を抱える人々は、自殺リ
スクの高いグループでもあ
る。 
〇(消費者相談)消費生活に関
する相談をきっかけに、抱え
ている他の課題も把握・対応
していくことで、包括的な問
題の解決に向けた支援を展開
し得る。 
〇(交通事故)加害者・被害者
の双方に相談の機会を案内す
ることは、自殺リスクの軽減
にも寄与し得る。 
〇(交通事故)交通事故の加害
者・被害者ともに、事故後に
は様々な困難や問題に直面
し、自殺リスクが高まる可能
性がある。 

20 
市民生活環境
課 

人権擁護に関す
る相談につい
て、法務局の人
権相談を案内し
ている。 

・法務局より委嘱を受けて
いる人権擁護委員が、人権
擁護週間や人権の日、ま
た、各学校等に講演会を行
い、人権擁護の啓発活動を
行っている。 
また、合同相談会（年２
回：春・秋）においても、
相談業務や啓発活動を行っ
ている。 

〇人権相談や講演会等を行
い、人権の大切さを周知する
事により、自殺対策の未然防
止につながる。 
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No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

21 
市民生活環境
課 

公害・環境関係
の苦情相談 

・住民から工場・その他事
業場における事業活動に伴
って発生する公害・環境に
関する苦情や相談を受け付
けるとともに、問題の早期
解決を図る。 

〇公害や環境に関する住民か
らの苦情相談は、それらの問
題を把握・対処する上での有
益な情報源として活用できる
可能性がある。 

22 
市民生活環境
課 

防犯対策事業 

・「糸満市安全で住みよい
まちづくりに関する条例」
に基づき、住民みんなが安
心して暮らすことのできる
安全なまちづくりを総合的
に推進するため「糸満市安
全で住みよいまちづくり推
進委員会」において、安心
安全に係る各種施策などに
ついて協議する。 
・セーフコミュニティ等の
安心安全なまちづくりをよ
り効果的に推進するため
に、引き続き「安心安全ま
ちづくりアドバイザー」を
設置する。 
・防犯協会支部（糸満・西
崎・兼城・高嶺）に対し補
助金を交付し、定期的な街
頭指導・総合警戒の実施、
通学路の合同安全点検等を
行い、組織間の連携や情報
の共有を図りながら、地域
での安心安全なまちづくり
活動を推進する。 

〇推進委員会で自殺実態に関
する情報等も共有してもら
い、気づきの重要性や取組等
を知ってもらうことで、地域
の関係者が自殺対策について
理解を深める機会となり得
る。 
〇防犯協会の各支部や関係機
関との連携及び情報共有を図
る事により、児童生徒の自殺
実態や特徴等の情報等を共有
することで、子どもの自殺対
策についての意識の醸成、取
組推進へ向けた契機となり得
る。 

23 総務課 
庁舎総合案内業
務等委託事業 

・総合案内において手続き
など、どこに相談すればい
いか困っている来庁者及び
問い合わせに対し、訪問窓
口を案内する業務を行う。 

〇どこに相談したらよいか迷
っている人が、どの窓口に行
けばいいか尋ねてくることも
少なくないと思われる。 

24 総務課 
情報公開及び個
人情報保護事業 

・糸満市情報センターの管
理運営 
・情報公開、個人情報保護
審査会の運営 
・行政不服審査会の運営 
・マイナンバー利用事務に
おける監査事務 

〇市政情報センターにおい
て、「生きることの包括的な
支援」や相談機関等に関する
資料、相談リーフレットを配
架することにより、住民に対
する啓発の機会となり得る。 
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No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

25 人事課 職員の研修事業 
・新採用フォローアップ研
修 
・中堅職員研修 

〇職員研修（特に新採用と中
堅職員）の 1 コマとして、自
殺対策に関する講義を導入す
ることで全庁的に自殺対策を
推進するためのベースとなり
得る。 

26 人事課 
職員の安全衛生
に関する事務 

・職員の心身健康の保持／
健康相談／健診後の事後指
導（職員相談室、職員共済
組合） 

〇住民からの相談に応じる職
員の、心身面の健康の維持増
進を図ることで、自殺総合対
策大綱にも記載されている
「支援者への支援」となる可
能性がある。 

27 秘書防災課 
首長定例記者会
見 

・首長自らが、行政施策の
発表を行うことにより、新
聞・テレビ等を通じて行政
の情報がより効果的に報道
されることが期待される。
このことにより行政と住民
との情報の共有化を促進
し、住民とのパートナーシ
ップに基づく行政運営に資
することを目的としてい
る。 

〇「いのち支える自殺対策」
等に関する具体的な取組等が
ある場合は、記者会見の報告
項目に盛り込むことで、住民
に対し、施策の更なる周知と
理解の促進を図れる。 

28 秘書防災課 

行政の情報提
供・広聴に関す
る事務（広報等
による情報発
信） 

・行政に関する情報・生活
情報の掲載と充実 
・自治体のホームページ／
LINE／フェイスブック／
インスタグラムによる情報
発信 
・新聞各社／テレビ／ラジ
オでの情報伝達 
・広報紙等の編集・発行 

〇住民が地域の情報を知る上
で最も身近な情報媒体であ
り、自殺対策の啓発として、
総合相談会や居場所活動等の
各種事業・支援策等に関する
情報を直接住民に提供する機
会になり得る。とりわけ「自
殺対策強化月間（３月）」や
「自殺予防週間（９月）」に
は特集を組むなどするとより
効果的な啓発が可能となる。 

29 秘書防災課 
暮らしの便利帳
の発行 

・行政のしくみや、役所に
おける各種手続き方法、助
成制度などの情報のほか、
暮らしに役立つ生活情報を
手軽に入手できるために暮
らしの便利帳の発行に努め
る。 

〇ガイドブックの中に、様々
な生きる支援に関する相談先
の情報を掲載することで、住
民に対して情報周知を図るこ
とができる。 



 

 

34 

 

No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

30 秘書防災課 防災対策 

・防災対策を推進するた
め、国や都道府県をはじめ
とする関係機関と密接な連
絡をとり、効果的に事業を
行うとともに、災害に対す
る諸対策として地域防災計
画の改訂を行うなど、総合
的かつ計画的な防災対策を
推進する。 

〇大規模災害時における被災
者の心のケアを支援する事業
の充実や、被災後における生
活上の不安や悩みに対する相
談や実務的な支援と専門的な
心のケアとの連携強化等であ
る。 
〇地域防災計画において被災
者のこころのケアの重要性や
施策等につき言及すること
で、危機発生時における被災
者のメンタルヘルス対策を推
進し得る。 

31 行政経営課 

企画調整に関す
る事務 
（人口推移に基
づく総合戦略の
策定） 

・人口推移に基づく総合戦
略の策定 

〇総合戦略の中で自殺対策に
ついて言及することができれ
ば、総合的・全庁的に対策を
進めやすくなる。 
〇今後、戦略が改訂となる際
には、自殺対策と連携できる
部分を検討・相談し、連携の
さらなる深化を図ることもで
きる。 

32 政策推進課 
男女共同参画計
画推進事業 

(1)第 3 次糸満市男女共同
参画計画～いちまん VIVO
プラン～の推進 
(2)男女共同参画会議の実
施 
(3)男女共同参画に関する
講演会等の実施 
(4)男女共同参画啓発（パ
ネル展示・チラシ作成) 
(5)ＤＶ防止に関する意識
啓発と情報提供 
・ＤＶに関する講演会等の
実施。相談機関の周知。 
(6)パープルリボンキャン
ペーン 
・「女性に対する暴力をな
くす運動」期間中、パネル
設置等を行う。 

〇講演会のテーマに即した連
携が可能であれば、自殺対策
（生きることの包括的な支
援）に関連する講演や、ブー
スの展示、資料の配布などを
行うことで、住民への啓発の
機会となり得る。 
〇展示物や配布チラシの一部
として、自殺対策（生きるこ
との包括的支援）に関連した
トピックも取り上げることに
より、住民への情報周知や啓
発を図ることができる。 
〇ＤＶ被害者は、一般的に自
殺リスクの高い方が少なくな
い。 
〇講演会等でＤＶと自殺リス
クとの関連性や自殺対策につ
いて言及をすることで、理解
や認識を深めてもらうことが
できる。 

33 政策推進課 
女性のつながり
サポート事業 

・困難を抱える女性の相談
窓口、生理用品の配布 

〇様々な問題の相談に応じて
おり、女性が何かしらの困難
に直接した際の最初の相談窓
口となっている。 
〇関係機関の紹介、問題内容
に応じた連携支援も担い、女
性への生きることの包括的支
援の窓口となり得る。 
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No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

34 社会福祉課 
地域福祉推進事
業 

・地域福祉計画において目
指している、みんなが生き
生きと暮らしていける地域
社会の実現に向けて、計画
に基づき、地域住民や民間
団体の自主的な福祉活動を
支援し、地域住民の多様な
福祉ニーズに対応できるよ
うにするため、住民と行政
が協働し、 
①地域福祉圏域の地域福祉
ネットワーク推進による地
域福祉の推進体制 
②地区の特性を踏まえた住
民の意見を地域福祉計画の
推進に取り入れる仕組みを
整える。 
(１.地域福祉圏域を拠点と
したネットワークの推進、
２.地域福祉計画推進委員
会運営、３.地域福祉計画
地区福祉推進会議運営、
４.小地域ネットワーク支
えあい補助金、５.地域福
祉計画策定(印刷・製本)) 

〇地域包括ケアと自殺対策と
の連動は今後の重要課題とも
なっており、地域福祉ネット
ワークや会議体はその連動を
進める上での要となり得る。 
〇地域の自殺実態や対策の情
報、要支援者の安否情報の収
集ならびに関係者間での情報
等の共有を図ることで、両施
策のスムーズな連動を図るこ
ともできる。 
〇地域福祉支援員や地域福祉
館職員による相談活動や見守
り活動は、地域において自殺
リスクを抱えた対象者の早期
発見と支援にもなり得る。 

35 社会福祉課 

生活困窮者自立
支援事業 
（自立相談支援
事業） 

・自立相談支援事業 

〇生活困窮に陥っている人と
自殺のリスクを抱えた人と
は、直面する課題や必要とし
ている支援先等が重複してい
る場合が多く、厚生労働省か
らの通知でも生活困窮者自立
支援事業と自殺対策との連動
が重要であると指摘されてい
る。 
〇そのため関連事業に関わる
スタッフ向けの合同研修会を
行ったり、共通の相談票を導
入するといった取組を通じ
て、両事業の連動性を高めて
いくことが重要である。 

36 社会福祉課 

生活困窮者自立
支援事業 
（住居確保給付
金） 

・住居確保給付金 

〇住居は最も基本的な生活基
盤であり、その喪失の恐れや
不安は自殺リスクを高めるこ
とになりかねない。 
〇住居問題を抱えている人は
自殺のリスクが高まることが
少なくないため、自殺のリス
クが高い集団にアプローチす
る窓口、接点となり得る。 
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37 社会福祉課 

生活困窮者自立
支援事業 
(一時生活支援
事業) 

・一時生活支援事業 

〇住居は生活の基盤であり、
その喪失は自殺リスクを高め
ることになりかねない。 
〇宿泊場所の提供や衣食の支
給は、自殺リスクの高い集団
への支援策として極めて重要
と言える。 

38 社会福祉課 

生活困窮者自立
支援事業 
(就労準備支援
事業) 

・一般就労に向けた準備が
整っていない者を対象に、
一般就労に従事する準備と
しての基礎能力の形成を計
画的かつ一貫して支援す
る。 

〇就労することに困難を抱え
ている人は、生活の問題やそ
の他複合的な問題も抱え、自
殺リスクが高まる場合もあ
る。 
〇必要に応じて、本事業にお
ける就労支援と自殺対策事業
とを連動、連携させることに
より、有効な自殺対策(生き
ることの包括的支援)にもな
り得る。 

39 社会福祉課 

生活困窮者自立
支援事業 
(子どもの学習
支援事業等) 

・子どもの学習支援事業等 

〇子どもに対する学習支援を
通じて、当人や家庭の抱える
問題を察知できれば、当該家
庭を支援につなげる等の対応
が可能となり、支援につなぐ
機会、接点となり得る。 

40 社会福祉課 
生活一時資金貸
付事業 

・住民の生活安定のため、
差し迫って必要とする生活
資金を、迅速かつ低利で貸
し付けている。 

〇資金の貸与時に、当人と対
面し聞き取り等を行う機会が
あれば、困難な状況に陥った
背景や原因等を把握し、支援
先につなげるなどの対応が可
能となり得る。 

41 社会福祉課 
生活保護適正実
施推進事業 

・就労支援・医療ケア相
談・資産調査 

〇生活保護利用者(受給者)
は、利用(受給)していない人
に比べて自殺のリスクが高い
ことが既存調査により明らか
になっており、各種相談・支
援の提供は、そうした人々に
アプローチするための機会と
なり得る。 

42 社会福祉課 
生活保護措置事
業 

・生活、住宅、教育、介
護、医療、出産、生業、葬
祭扶助 

〇扶助受給等の機会を通じて
当人や家族の問題状況を把握
し、必要に応じて適切な支援
先につなげられれば、自殺の
リスクが高い集団へのアウト
リーチ策として有効に機能し
得る。 
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43 社会福祉課 
中国残留邦人等
支援給付金事業 

・特定中国残留邦人等とそ
の配偶者の方で、世帯の収
入が一定の基準に満たない
方を対象に、通訳派遣や日
常生活上の困難に関する相
談・助言を行う。 

〇言語的、文化的な障壁に加
えて、収入面でも困難な状況
にある場合、安定的な生活が
送れず、自殺リスクが高まる
可能性もある。 
〇相談・助言を通じてその他
の問題も把握・対応を進める
ことで、生活上の困難の軽減
を図ることは、自殺リスクの
軽減にも寄与し得る。 

44 
社会福祉課 
 
こども未来課 

フードドライブ 
(予算不要のた
め、事業化して
いない) 

・家庭や企業から寄贈され
た食品を生活困窮世帯に提
供する。 
（フードドライブ） 

〇貧困家庭への個別配布等の
可能性がある場合、貧困世帯
等ハイリスク層へのアウトリ
ーチ策になり得る。 

45 社会福祉課 
民生委員・児童
委員事務 

・民生委員・児童委員によ
る地域の相談・支援等の実
施 

〇相談者の中で問題が明確化
しておらずとも、同じ住民と
いう立場から、気軽に相談で
きるという強みが民生・児童
委員にはある。 
〇地域で困難を抱えている人
に気づき、適切な相談機関に
つなげる上で、地域の最初の
窓口として機能し得る。 
○ゲートキーパー研修を受講
してもらい、いざというとき
のつなぎ先や初期対応等を知
っておいてもらうことで、地
域の自殺対策（生きる支援）
に関わる人材を増やせる可能
性がある。 

46 社会福祉課 
ボラントピア推
進事業 

・ボランティアセンターに
登録・活動を行う団体に対
して補助金を交付し、ボラ
ンティア活動の振興を図
る。 

〇ボランティアにゲートキー
パー研修を受講してもらい、
いざというときのつなぎ先や
初期対応等を知っておいても
らうことで、地域の自殺対策
(生きる支援)に関わる人材を
増やせる可能性がある。 

47 社会福祉課 保護司会補助金 

・地域の保護司会の健全な
運営を図るため、各保護司
会に対し補助金を支給す
る。 

〇犯罪や非行に走る人の中に
は、日常生活上の問題や、家
庭や学校の人間関係にトラブ
ルを抱えており、自殺のリス
クが高い方も少なくない。 
〇保護司の方にゲートキーパ
ー研修を行うことで、対象者
が様々な問題を抱えている場
合には、保護司が適切な支援
先へとつなぐ等の対応を取れ
るようになる可能性がある。 
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48 障害福祉課 
障がい者計画等
策定・管理事務 

・障がい者計画及び障害福
祉計画・障害児福祉計画の
進行管理を行うとともに、
次期障害者計画、障害福祉
計画及び障害児福祉計画の
策定を行う。 

〇計画の進行管理及び見直し
において自殺対策に係る他施
策との連携の可能性を検討
し、施策同士の連携による相
乗効果が期待される。 

49 障害福祉課 
障害者差別解消
推進事業事務 

・障害を理由とする差別の
解消を推進するため、障害
者基幹相談支援センターに
相談窓口を設置するほか、
住民や民間事業者等に対し
周知・啓発を行う。 

〇センターで相談対応にあた
る職員にゲートキーパー研修
を受講してもらうことで、必
要時には適切な機関へつなぐ
等の対応について理解を深め
てもらい、自殺リスクを抱え
た人の把握、支援を拡充して
いくことができる。 

50 障害福祉課 

障害者基幹相談
支援センター・
委託相談支援事
業所運営業務事
業 
（地域生活支援
事業） 

・障害者等の福祉に関する
様々な問題について障害者
（児）及びその家族等から
の相談に応じ、必要な情報
の提供及び助言その他の障
害福祉サービスの利用支援
等、必要な支援を行う。加
えて、関係機関との連絡調
整、その他障害者等の権利
擁護のために必要な、相談
支援の基幹となる相談支援
センターを運営する。ま
た、虐待防止センターの機
能も持つ。 

〇センターで相談対応にあた
る職員に、ゲートキーパー研
修を受講してもらうことで、
自殺対策の視点についても理
解してもらい、問題を抱えて
いる場合には適切な窓口へつ
なぐ等、職員の相談対応の強
化につながり得る。 

51 障害福祉課 

障害者相談員に
よる相談業務
（身体障害者相
談員） 

・行政より委託した障害者
相談員による相談業務 

〇各種障害を抱えて地域で生
活している方は、生活上の
様々な困難に直面する中で、
自殺のリスクが高まる場合も
ある。 
〇相談員を対象にゲートキー
パー研修を実施することで、
そうした方々の状況を察知・
把握する上での視点を身に付
けてもらい、必要な場合には
適切な支援先につなぐ等、相
談員が気づき役、つなぎ役と
しての役割を担えるようにな
る可能性がある。 
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52 

障害福祉課 
 
介護長寿課 
 
こども未来課 

権利擁護事業
((障害)地域生
活支援事業) 

(介護)地域包括支援センタ
ー、民生委員等の関係機関
で構成する高齢者虐待防止
ネットワーク運営委員会を
中心に、高齢者の虐待防止
や早期発見に努め、高齢者
や養護者への支援を行うと
ともに、関係機関の連携体
制の強化を図る。また成年
後見制度利用者の相談受付
を行う。 
 
(障害)成年後見人制度利用
者の相談受託等や福祉サー
ビス等の相談受付を行う。 
 
(こども)未成年後見制度の
相談受付を行う。 

〇(介護)ネットワーク運営委
員会において高齢者の自殺実
態や抱えこみがちな課題、虐
待や介護と自殺との関係性等
につき情報共有することで、
高齢者向けの自殺対策につい
て理解を深めてもらい、関係
者による取組の推進を図るこ
とができる。 
〇(障害)判断能力に不安を抱
える方の中には、精神疾患や
知的障害等を有し、自殺のリ
スクが高い方も含まれる可能
性がある。事業の中で当事者
と接触する機会があれば、自
殺のリスクが高い人の情報を
把握し、支援につなぐための
機会、接点となりうる。 
〇(こども)問題を抱える家庭
には、自殺のリスクが高くな
る可能性がある。その視点を
持ち、保護者だけではなく、
そのこどもを含めて、支援を
行い、関係者による取組の推
進を図ることができる。 

53 障害福祉課 
障害者虐待防止
対策支援事業 

・障害者虐待に関する通報 
・相談窓口の設置 

〇虐待への対応を糸口に、当
人や家族等、擁護者を支援し
ていくことで、背後にある
様々な問題をも察知し、適切
な支援先へとつないでいく接
点（生きることの包括的支援
への接点）にもなり得る。 

54 障害福祉課 
障害者福祉サー
ビス等給付事業
（者） 

・居宅介護、重度訪問介
護、行動援護、同行援護、
重度障害者等包括支援、短
期入所、療養介護、生活介
護、施設入所支援 
・相談支援 

〇介護は当人や家族にとって
負担が大きく、最悪の場合、
心中や殺人へとつながる危険
もある。 
〇相談支援の提供は、介護に
まつわる問題を抱えて自殺の
リスクが高い住民との接触機
会として活用し得る。 
〇相談を通じて当人や家族の
負担軽減を図ることで、自殺
リスクの軽減にも寄与し得
る。 

55 障害福祉課 
障害者福祉サー
ビス費等給付事
業（訓練等） 

・自立訓練、就労移行支
援、就労継続支援 A 型 B
型、共同生活援助等の訓練
給付 

〇障害者の抱える様々な問題
に気づき、適切な支援先へと
つなげる上での最初の窓口と
なり得るもので、そうした取
組は自殺リスクの軽減にも寄
与し得る。 
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56 障害福祉課 
障害者福祉サー
ビス費等給付事
業（児） 

・児童発達支援、医療型児
童発達支援、放課後等デイ
サービス、保育所等訪問支
援 
・障害児相談支援 

〇障害児を抱えた保護者への
相談支援の提供は、保護者に
過度な負担が掛かるのを防
ぎ、結果として保護者の自殺
リスクの軽減にも寄与し得
る。 

57 障害福祉課 
日中一時支援事
業（地域生活支
援事業） 

・障害者（児）を介護する
者が、疾病等の理由により
居宅における介護ができな
い場合に、一時的に施設に
預け、必要な保護を行う。 

〇障害者（児）の状態把握を
行うことで、虐待等の危険を
早期に発見するための機会と
もなり得る。それは自殺リス
クへの早期対応にもつながり
うる。 
〇介護の負担を軽減するとい
う意味で、支援者（介護者）
への支援としても位置付け得
る。 

58 
障害福祉課 
 
介護長寿課 

緊急通報システ
ム事業 

・通報システムを設置する
ことで、在宅のひとり暮ら
しの重度身体障害者等(虚
弱な高齢者で常時注意が必
要な状態にある方(以下、
高齢者))の生活の安全を確
保するとともに、障害者
(高齢者)の不安を解消す
る。 

〇通報システムの設置を通じ
て、独居の重度身障者(虚弱
な高齢者で常時注意が必要な
状態にある方)の連絡手段を
確保し、状態把握に努めると
ともに、必要時には他の機関
につなぐ等の対応をするな
ど、支援への接点として活用
し得る。 

59 障害福祉課 
地域自立支援協
議会の開催 

・医療・保健・福祉・教育
及び就労等に関係する機関
とのネットワーク構築 

〇医療や福祉等の各種支援機
関の間に構築されたネットワ
ークは、自殺対策（生きるこ
との包括的支援）を展開する
上での基盤ともなり得る。 

60 障害福祉課 
発達障害に関す
る会議の開催 

・発達障害支援会議 
・発達障害庁内連絡調整会
議 

〇関係者同士が障害を抱える
方々の情報の把握・共有を積
極的に進めることで、当事者
への支援向上、生きることの
包括的支援（自殺対策）の向
上にも寄与し得る。 
〇関係者同士の関係構築を進
めることにより、包括的な支
援体制の強化、生きることの
包括的支援（自殺対策）の向
上にも寄与し得る。 

61 障害福祉課 
特別障害者福祉
手当・障害児福
祉手当等 

・精神又は身体に著しく重
度の障害があり、日常生活
で常時介護を必要とする障
害者（児）等に対して福祉
の向上を図るための手当支
給 

〇手当の支給に際して、当事
者や家族等と対面で応対する
機会を活用することで、問題
の早期発見・早期対応への接
点になり得る。 



 

 

41 

 

No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

62 障害福祉課 
障害福祉しおり
配布事務 

・障害者やその家族に対し
て、各種福祉制度の概要を
紹介する「障害福祉しお
り」を作成、配布し、障が
い者関連情報を提供する 

〇ガイドブックの改訂時に、
生きる支援に関連する相談窓
口の一覧情報を入れ込むこと
で、住民に対する相談機関の
周知の拡充を図ることができ
る。 

63 障害福祉課 
手話通訳者等派
遣事業（地域生
活支援事業） 

・聴覚障害者・中途失聴
者・難聴者が社会生活にお
いて意思疎通を図る上で、
支障がある場合に手話通訳
者・手話奉仕員・要約筆記
者を派遣し、コミュニケー
ションの確保、社会参加及
び緊急時の支援を行う。 

〇通訳者や奉仕員等の支援員
にゲートキーパー研修を受講
してもらうことで、対象者の
抱える自殺リスクに早期に気
づき、必要時には適切な機関
へつなぐ等、支援員が気づき
役、つなぎ役としての役割を
担えるようになる可能性があ
る。 

64 介護長寿課 
在宅医療・介護
連携推進事業 

・地域で安心して暮らす上
で必要な医療･介護を、切
れ目なく受けられる体制の
整備を目指し、医療機関や
介護事業所等の関係機関を
構成員とする協議会を開催
し、在宅医療推進センター
事業に関する協議、承認を
行う。 

〇協議会での議題の一つとし
て、地域の自殺実態や自殺対
策の内容等につき議論し、関
係者の認識の共有や理解の促
進を図ることで、自殺対策
（生きることの包括的支援）
を核にしつつ、様々な支援機
関の連携促進や対象者への包
括的なサービスの提供等につ
なげられる可能性がある。 

65 介護長寿課 
地域包括支援セ
ンター費 

・誰もが住み慣れた地域で
安心して自分らしい暮らし
を続けることができるよ
う、「住まい・医療・介
護・介護予防・生活支援」
を地域で一体的に提供する
地域包括ケアシステムの拠
点を設置する。 

〇地域包括ケアシステムの拠
点は、地域包括ケアと自殺対
策との連動を進める上での中
心的役割を担いうる。 
〇拠点における種々の活動を
通じて、地域の問題を察知し
支援へとつなげる体制を整備
するだけでなく、地域住民同
士の支え合いや助け合いの力
の醸成にもつながり、それは
自殺対策（生きることの包括
的支援）にもなり得る。 

66 介護長寿課 地域ケア会議 ・地域ケア会議の開催 

〇地域の高齢者が抱える問題
や自殺リスクの高い方の情報
等を把握し、地域ケア会議等
で共有することで、自殺対策
のことも念頭において、高齢
者向け施策を展開する関係者
間での連携関係の強化や、地
域資源の連動につなげていく
ことができる。 
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67 介護長寿課 
老人クラブ連合
会・単位老人ク
ラブ補助金 

・老人クラブ（地域在住の
概ね 60 歳以上の住民が健
康づくりや仲間づくりを目
的に集まった団体）で構成
する市老人クラブ連合会及
び地域単位で組織されてい
る単位老人クラブの活動費
の補助 

〇講習会や研修会で自殺問題
に関する講演ができれば、住
民への問題啓発と研修機会と
なりうる。 

68 介護長寿課 
地域介護予防活
動支援事業 

・地域デイサービス、願寿
館教室 

〇高齢者が地域で集える機会
を設けることで、高齢者の状
況を定期的に把握し、異変が
あれば必要な支援策や専門機
関につなぐ等、支援への接点
となり得る。 

69 介護長寿課 

地域デイサービ
ス事業中央型 
いちまん男塾 
（男性健康運動
教室） 

・女性と比較して介護予防
関連事業への参加率の低い
高齢男性が参加しやすくす
るため、地域デイサービス
事業中央型において週 1
回、高齢男性を対象とした
「いちまん男塾」を実施
し、介護予防運動や健康講
話などを行っている。 

〇高齢男性の中には、退職後
に職場を始めとした周囲との
つながりを失うことで、地域
において孤立してしまう方も
いる。 
〇教室の参加機会を捉えて、
男性の健康状態を把握し、必
要時には適切な機関へつなぐ
等の接点として機能させるこ
とができる。 

70 介護長寿課 
認知症総合支援
事業 

・認知症の家族がいる方
や、認知症に関心のある
方、介護従事者など、地域
で認知症に関心を持つ住民
が気軽に集まれる認知症カ
フェを開設することによ
り、気分転換や情報交換の
できる機会を提供する。 

〇認知症の当事者やその家族
のみならず、介護従事者が悩
みを共有したり、情報交換を
行ったりできる場を設けるこ
とで、支援者相互の支え合い
（※）の推進に寄与し得る。 
※支援者への支援は、新しい
自殺総合対策大綱において重
点項目の 1 つとされている。 

71 介護長寿課 
認知症サポータ
ー養成事業 

・誰もが安心して暮らせる
地域づくりを目指して、認
知症についての正しい知識
を持ち、認知症の人や家族
を応援する認知症サポータ
ーを養成する。 

〇認知症の家族にかかる負担
は大きく、介護の中で共倒れ
となったり心中が生じたりす
る危険性もある。 
〇サポーターにゲートキーパ
ー研修を受講してもらうこと
で、サポーターがそうしたリ
スクの早期発見と対応等、気
づき役としての役割を担える
ようになる可能性がある。 

72 介護長寿課 
養護老人ホーム
への入所 

・65 歳以上で経済的理由
等により自宅での生活が困
難な高齢者への入所手続き 

〇老人ホームへの入所手続き
の中で、当人や家族等と接触
の機会があり、問題状況等の
聞き取りができれば、家庭で
の様々な問題について察知
し、必要な支援先につなげる
接点ともなりうる。 
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73 こども未来課 
子ども・子育て
支援事業 

・子ども、子育て支援事業
計画の推進を図る。 

〇子ども・子育て支援事業と
自殺対策とを連動させること
により、妊産婦や子育て世帯
への支援強化を図ることがで
きる。 

74 こども未来課 
子育てひろば事
業 

・子育て親子(妊娠中の者
を含む)の交流の場の提供
や子育てに関する相談、子
育て関連情報の提供、助言
等を実施し、子育て中の親
の孤独感や不安感の解消及
び子どもの健やかな育ちを
支援する。 

〇周囲に親類・知人がいない
場合、子育てに伴う過度な負
担が夫婦（特に妻）にかか
り、自殺のリスクが高まる恐
れもある。 
〇保護者が集い交流できる場
を設けることで、そうしたリ
スクの軽減に寄与し得るとと
もに、危機的状況にある保護
者を発見し早期の対応につな
げる接点にもなり得る。 

75 こども未来課 
ファミリー・サ
ポート・センタ
ー運営事業 

・乳幼児や小学生等の児童
を有する子育て中の労働者
や主婦等を会員として、児
童の預かりの援助を受けた
い者と当該援助を行いたい
者と 
の相互援助活動に関する連
絡、調整等を行う。 

〇会員を対象にゲートキーパ
ー研修を実施することで、子
育てに関連する悩みや自殺リ
スクの把握についての理解が
深まり、必要時には専門機関
の支援につなげるなど、気づ
き役やつなぎ役の役割を担え
るようになる可能性がある。 

76 こども未来課 親子通園事業 

・心身に発達の心配のある
幼児（障がいのある幼児を
含む）を対象に親子で通園
し、日常生活の指導や親子
関係を育て、子どもの心身
の発達を促すとともに、親
同士の交流を深める。 

〇発達障害を抱えた人や家族
は、日常生活で様々な生きづ
らさを抱え、自殺リスクの高
い方もいる。 
〇そうした方の抱える問題を
把握し、適切な支援機関につ
なぐ機会にもなり得る。 

77 こども未来課 
放課後児童クラ
ブ事業 

・保護者が労働等により昼
間家庭にいない小学校に就
学している児童に対し、授
業の終了後等に適切な遊び
及び生活の場を与えて、発
達段階に応じた主体的な遊
びや生活が可能となるよ
う、当該児童の自主性、社
会性及び創造性の向上、基
本的な生活習慣の確立等を
図り、その健全な育成を図
る 

〇放課後児童クラブの利用を
通じて、保護者や子どもの状
況把握を行う機会が多々あ
り、悩みを抱えた子どもや保
護者を把握する接点になり得
る。 
〇放課後児童クラブの職員に
ゲートキーパー研修を受講し
てもらうことで、問題を抱え
ている保護者や子どもがいた
場合には、その職員が必要な
機関へつなぐ等の対応が取れ
るようになる可能性がある。 



 

 

44 

 

No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

78 こども未来課 
子育て短期支援
事業(ショート
ステイ事業) 

・児童を養育する保護者が
疾病、疲労その他の身体上
若しくは精神上又は環境上
の理由により家庭において
児童を養育することが一時
的に困難となった場合に、
当該児童につき、一時的に
養育・保護を行うことによ
り、これらの児童及びその
家庭の福祉の向上を図る。 

〇子どもの一時的な預かり
は、家族の状況や保護者の抱
える問題・悩み等を察知し、
必要に応じて支援を提供して
いくための契機となり得る。 

79 こども未来課 
児童扶養手当措
置事業 

・児童扶養手当の支給 

〇家族との離別・死別を経験
している方は自殺のリスクが
高まる場合がある。 
〇扶養手当の支給機会を、自
殺のリスクを抱えている可能
性がある集団との接触窓口と
して活用し得る。 

80 こども未来課 
ひとり親家庭等
医療費助成事業 

・ひとり親家庭等医療費の
助成 

〇ひとり親家庭は貧困に陥り
やすく、また孤立しがちであ
るなど、自殺につながる問題
要因を抱え込みやすい。 
〇医療費の助成時に当事者と
の直接的な接触機会があれ
ば、彼らの抱える問題の早期
発見と対応への接点になり得
る。 

81 こども未来課 

ひとり親家庭等
日常生活支援事
業 
(県事業。市は
事務処理の
み。) 

・登録されたヘルパーを派
遣し、一時的な保育や日常
生活の支援を行う。 

〇家庭生活支援員にゲートキ
ーパー研修を受講してもらう
ことで、自殺対策の視点も加
えて、支援を必要とするひと
り親の早期発見と必要な支援
先へのつなぎ等の対応の強化
につながり得る。 
〇家庭生活支援員から必要と
思われる対象者に、相談先一
覧のリーフレット等の資料を
配布してもらうことで、生き
ることの包括的支援に関わる
情報を直接届けていくことが
できる。 
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82 こども未来課 
母子家庭生活支
援事業 

・ひとり親家庭の生活の安
定を図り、子どもの健やか
な成長を保障するため、民
間アパート等を借り上げ、
生活を支援しながら、専任
のコーディネーターが就労
支援、家計管理の助言指
導、学習支援、技術力の向
上、弁護士相談への案内な
ど、トータルサポートを行
います。 

〇母子家庭は経済的困窮をは
じめ様々な困難を抱えて、自
殺リスクが高い場合も少なく
ない。 
〇事業に係る問い合わせ等を
通じて、そうした家庭を把握
するとともに、心理的なサポ
ートも含めた支援を継続的に
行うことで、自殺リスクの軽
減にもつながり得る。 

83 こども未来課 
母子家庭等自立
支援給付金事業 

・自立支援教育訓練給付金
(母子家庭の母又は父子家
庭の父が、就職に有利な資
格を取得するために、対象
となる教育訓練を受講し、
修了した場合に、給付金を
支給) 
・高等職業訓練促進給付金
等(母子家庭の母又は父子
家庭の父が、半年以上養成
機関で修業し、就職に有利
な資格を取得することを促
進するとともに、生活の負
担を軽減するため、給付金
を支給) 

〇それぞれの給付金申請時に
申請者とやりとりができるの
であれば、自殺のリスクを抱
えた方を把握して、支援へと
つなげる接点になり得る。 

84 こども未来課 

母子父子寡婦福
祉資金貸付事業 
(県事業。市は
事務処理の
み。) 

・母子家庭及び父子家庭並
びに寡婦が経済的に自立
し、安定した生活を送るこ
とができるよう、修学資金
をはじめ１２種類の貸し付
けを行う。 

〇貸付の前後で、保護者と対
面でやりとりする機会があれ
ば、自殺リスクを早期に発見
し、他機関と連携して支援を
行っていく上での契機になり
得る。 

85 こども未来課 
糸満市子供の未
来支援事業 
(貧困緊急対策) 

・子どもの貧困対策支援員
が、子どもの貧困に関する
各地域の現状を把握し、学
校や学習支援施設、居場所
づくりを行う NPO 等の関
係機関との情報共有や子ど
もを支援につなげるための
調整を行う。また、安全で
清潔な居場所において、食
事支援、生活支援、学習支
援等の支援を行う。 

〇子どもへの学習支援や関わ
りを通じて、当人のみならず
保護者の抱える問題や家庭の
状況等を把握する貴重な機会
となり得る。 
〇関係機関同士で情報共有が
できれば、必要時にはアウト
リーチを行ったり、支援先へ
とつなぐ等、支援の糸口にも
なり得る。 
〇居場所の提供は、工夫次第
で子どもの生きることの足場
を支えるもの（生きることの
促進要因への支援）にもなり
得る。 
〇居宅を訪問し、弁当や食材
を提供する機会を通じて、当
人のみならず、家庭の状況等
を把握する機会になり得る。 
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86 こども未来課 

要保護児童対策
事業 
家庭児童相談事
業 
子ども家庭総合
支援拠点事業 
子どもを守る地
域ネットワーク
機能強化事業 
(こども家庭セ
ンターの運営) 

・母子保健機能及び児童福
祉機能の一体的な運営を通
じて、妊産婦及び乳幼児の
健康の保持・増進に関する
包括的な支援、こどもと子
育て家庭（妊産婦を含む）
の福祉に関する包括的な支
援を、切れ目なく提供す
る。 

〇子育て中の保護者からの育
児に関する各種相談に、様々
な専門機関と連携しながら応
じることで、危機的状況に陥
る前に家庭の問題を発見し、
対応することが可能となり、
それは自殺リスクの軽減にも
つながり得る。 
〇子どもへの虐待は、家庭が
困難な状況にあることを示す
一つのシグナルであるため、
保護者への支援を通じて問題
の深刻化を防ぎ、自殺リスク
の軽減にもつながり得る。 
〇被虐待の経験は、子ども自
身の自殺リスクや成長後の自
殺リスクを高める要因にもな
るため、子どもの自殺防止、
将来的な自殺リスクを抑える
ことにおいても、児童虐待防
止は極めて重要である。 

87 こども未来課 
困難な問題を抱
える女性支援推
進等事業 

・女性相談支援員を配置
し、主に子育て中の母から
の相談に対し、相談対応、
要保護性・緊急性のある相
談者への安全確保のための
支援、新たな生活再建に向
けて、一連の支援の流れが
切れ目なく展開されるよ
う、必要な対応を行う。 

〇DV 被害者は、一般的に自
殺リスクの高い方が少なくな
い。 
〇DV 被害者の支援にあたる
職員に、ゲートキーパー養成
講座を受講してもらうことに
より、必要に応じて適切な機
関へつなぐ等の対応について
一層の理解を深めてもらうこ
とで自殺リスクを抱えた人へ
の支援の拡充を図れる。 

88 
保育こども園
課 

利用者支援事業 

・利用者支援員を配置し、
保育を必要としている世帯
の相談に応じ、それぞれの
ニーズに合ったサービスの
情報を提供することで保護
者の選択肢を増やすととも
に、待機児童の減少を図
る。 

〇利用者支援員にゲートキー
パー研修を実施することで、
保護者から相談があった場合
には適切な機関につなぐ等、
利用者支援員が気づき役やつ
なぎ役としての役割を担える
ようになる可能性がある。 

89 

保育こども園
課 
 
学校教育課 

幼小連携事業 

・保育園、こども園、小学
校間で連携し、スムーズな
移行を図るとともに、希望
や目標をもって各学校に入
学し、それぞれの学校生活
にスムーズに移行できる児
童を育てることを目的とす
る。 

〇保育園、こども園、小学校
間で、児童生徒の家族の状況
等も含めて情報を共有できれ
ば、自殺のリスクを抱える家
庭を包括的・継続的に支援す
ることができる。 
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90 
保育こども園
課 

保育の実施 
(保育園、こど
も園など) 

・保育園、こども園などに
よる保育・育児相談の実
施・保護者による家庭保育
が困難な乳幼児の保育に関
する相談 

〇保育士にゲートキーパー研
修を実施することで、保護者
の自殺リスクを早期に発見
し、他の機関へとつなぐ等、
保育士が気づき役やつなぎ役
としての役割を担えるように
なる可能性がある。 

91 
保育こども園
課 

保育料等納入促
進事業 

・保育所等による保育料納
入勧奨指導(保育所長等に
より、催告状や口座振替不
能の際の納入通知書を保護
者へ手渡すとともに、滞納
者への保育料の納入を呼び
かける。(委託)) 
・納入しやすい環境整備
(保育料の滞納縮減に努め
るとともに、納入しやすい
環境を整える。) 
・滞納整理の強化(保育料
等収納嘱託員による滞納者
の実態調査や夜間訪問を実
施し、収納業務を強化す
る。) 

〇保育料を滞納している保護
者の中には、生活上の様々な
問題を抱えて払いたくても払
えない状態、かつ、必要な支
援につながっていない方もい
ると思われる。 
〇収納担当の職員にゲートキ
ーパー研修を受講してもらう
ことで、そうした保護者に気
づいた時には適切な機関へつ
なぐ等、収納担当職員が気づ
き役やつなぎ役としての役割
を担えるようになる可能性が
ある。 

92 
保育こども園
課 

巡回支援専門員
整備事業 

・教育・保育施設等に巡回
支援をし、障がいが「気に
なる」段階から支援を行う
ための体制整備を図り、発
達障がい児等の支援の充
実、また、その家族への支
援を行うとともに、インク
ルージョンを推進する。 

〇「気になる子」を親類・知
人がいない状況等で「孤育
て」することに伴う過度な負
担による自殺のリスクが高ま
る恐れもある。 
〇発達相談や育児相談の場を
設けることで、そうしたリス
クの軽減に寄与し得るととも
に、危機的状況にある保護者
を発見し早期の対応につなげ
る接点にもなり得る。 

93 
観光・スポー
ツ振興課 

スポーツイベン
ト開催に関する
業務 

・市民がスポーツに親しみ
生涯にわたりスポーツ活動
を通じて健康でたくましい
心と身体つくりを促進する
ため、各種スポーツイベン
ト等を開催する。 
（地域巡回スポーツ教室、
中学校体育大会、市民体育
大会、プロスポーツキャン
プ観戦、いとまん平和マラ
ソンなど） 

〇スポーツイベントを通じ
て、心身の健康づくりや生き
がいづくりに取り組むととも
に、家族や世代間、地域の人
たちとの交流を深め、相互の
親睦と融和を図る。 
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94 商工水産課 

雇用に関する業
務 
商工業の振興に
関する業務 

・県や商工会等が実施する
事業者向けセミナーや専門
家の派遣によるアドバイ
ス、市民向けの雇用労働に
関する相談会等の開催周知
を行う。 

〇経営改善に関する知識の取
得や労働環境及び雇用に関す
る相談機会が得られること
で、経済的負担や精神的不安
の改善が図られ、包括的な自
殺対策となる。また、相談機
会により自殺リスクをキャッ
チすることで適切な支援先に
繋ぐことができる。 

95 商工水産課 
商工業の振興に
関する業務 

・国や県等が実施している
各種金融サポートや補助制
度についての周知案内を行
う。 

〇融資の相談機会を通じて、
企業の経営状況を把握すると
ともに、経営難に陥り自殺の
リスクの高まっている経営者
の情報をキャッチし、適切な
支援先へとつなげる等の機能
を果たし得る。 

96 まちづくり課 住宅使用料 

・都道府県と協力し、県営
及び市営住宅に相談員を配
置したり、段差の解消等に
配慮した高齢者向けの住宅
を設置するなど、高齢者の
暮らしやすい住宅を確保す
る。 

〇独居高齢者は一般的に自殺
のリスクが高いため、変化に
気づき、然るべき支援先につ
なげる上での窓口を担えるよ
うになる可能性がある。 
〇そのため相談員等にゲート
キーパー研修を受講してもら
うことで、気づき役やつなぎ
役としての役割を担えるよう
になる可能性がある。 

97 まちづくり課 
市営住宅建設事
業 

・住宅に困窮する低額所得
者に対して低廉な家賃で賃
貸することにより、住民の
生活の安定と社会福祉の増
進に寄与することを目的に
市営住宅を建設する。 

〇住居は生活の基盤であり、
その喪失は自殺リスクを高め
る。 
〇市営住宅への入居に際して
申請対応等を行う職員に、ゲ
ートキーパー研修を受講して
もらうことで、入居申請者の
中に様々な困難を抱えた住民
がいた場合には、その職員が
他機関へつなぐ等の対応をと
れるようになる可能性があ
る。 

98 まちづくり課 市営住宅管理費 
・市営住宅の管理事務・公
募事務を行う。 

〇市営住宅の居住者や入居申
込者は、生活困窮や低収入な
ど、生活面で困難や問題を抱
えていることが少なくないた
め、自殺のリスクが潜在的に
高いと思われる住民に接触す
るための、有効な窓口を担え
るようになる可能性がある。 
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99 まちづくり課 
住宅使用料 
滞納分 

・市営住宅の滞納使用料の
効率的収納と自主納付を促
進し、住宅使用料収納率の
向上を図るため、まちづく
り課に市営住宅使用料徴収
員を設置する。 

〇家賃滞納者の中には、生活
面で深刻な問題を抱えていた
り、困難な状況にあったりす
る可能性が高いため、そうし
た相談を「生きることの包括
的な支援」のきっかけと捉
え、実際に様々な支援につな
げられる体制を作っておく必
要がある。 
〇相談を受けたり、徴収を行
う職員等にゲートキーパー研
修を受講してもらうことによ
り、気づき役やつなぎ役とし
ての役割を担えるようになる
可能性がある。 

100 建設課 
道路維持管理費
(経常分) 

・道路使用の適正化指導に
関する事務(道路を不法に
占拠するホームレスへの対
応等) 

〇ホームレスの方は自殺のリ
スクが高い方が少なくない。 
〇道路を不法に占拠するホー
ムレスを必要な支援へつなぐ
など、自殺リスクの高い層に
アウトリーチするための施策
としても重要である。 

101 建設課 

公園管理費(経
常分) 
都市公園施設整
備事業 

・都市公園の管理に関する
事務 
・都市公園施設の維持補修
に関する事務 
・都市公園等の整備に関す
る事務 

○糸満市内の都市公園におけ
る実態分析の情報を共有する
とともに、具体的な連携方法
(巡回等)の検討が必要とな
る。 
〇都市公園の樹木や雑草が繁
茂していたり、遊具が壊れて
いたりすると自殺のリスクを
高めるため自殺のリスクを高
めないようにするため適正に
管理する。 
〇自殺のリスクを減じるため
周りから見えやすい公園の整
備を実施する。 

102 建設課 
公園管理費(経
常分) 

・自然環境の保護を図るた
め、みどりの遊歩道の維持
管理を行う。 

〇指定管理者がみどりの遊歩
道の巡視を行う際に、自殺事
案の発生や可能性等がないか
状況確認を行うことにより、
事案発生を防ぐ手だてを取り
得る。 
〇みどりの遊歩道内の樹木を
見通しが良くなるように管理
することにより、自殺が発生
しづらい環境を作る。 
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103 水道部総務課 
水道料金徴収業
務 

・料金滞納者に対する料金
徴収（督促）事務 
・給水停止執行業務 

〇水道使用料を滞納している
人への督促業務等において、
職員にゲートキーパー研修を
受講してもらうことにより、
問題を抱えて生活難に陥って
いる家庭に対して、職員が必
要に応じて他機関へつなぐ等
の対応を取れるようになる可
能性がある。 
〇滞納者に対する水道料金督
促状等に、生きる支援に関す
る相談先情報を掲載すること
で、住民に対する情報周知を
図れる。 

104 教育総務課 
教育委員会教育
総務課管理事務
費 

・労働安全衛生法に基づ
き、学校職員等のストレス
チェックを実施し、メンタ
ル不調の未然防止を図る。 

〇ストレスチェックの結果を
活用することで、児童生徒の
支援者である教職員に対する
支援(支援者への支援)の強化
を図ることができる。 

105 生涯学習課 
市民講座開催事
業 

・市民の教養・生活に必要
な学習機会の提供や趣味、
レクリエーションなど生き
がいづくりのきっかけとな
る講座を開催。 

〇市民講座の中で、悩み事相
談ができるサイトやチャッ
ト・掲示板を紹介する講座を
開催し、自殺予防に努める。 

106 生涯学習課 
サークル活動支
援 

・継続したサークル活動の
支援。 

〇サークル団体へ、特殊詐欺
防止対策や介護予防の講話な
どを提供し、自殺要因の除去
につなげる。 

107 生涯学習課 
地域学校協働活
動推進事業 

・小中学校にコーディネー
ターを配置し、学校の要請
に応じて地域住民等のボラ
ンティアを派遣し、学校教
育活動を支援する。コーデ
ィネーターの研修会を開催
し、スキルアップを図る。 
・ボランティア名簿を作成
し、活動の更なる活性化を
図る。 

〇コーディネーターに対する
研修会の際に、青少年の自殺
の現状と対策(生きることの
包括的支援)について情報提
供を行うことで、現状と取組
についての理解促進を図れ
る。 

108 生涯学習課 
放課後子ども教
室推進事業 

・放課後等の教室・校庭・
体育館など学校施設を有効
に活用し、様々な活動を実
施する。 

〇講師やサポーターを対象に
ゲートキーパー研修を行うこ
とで、子どもに対する見守り
の強化と、問題の早期発見・
早期対応を図れるようになる
可能性がある。 
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109 生涯学習課 

生涯学習管理事
務費（各種団体
補助金） 
姉妹都市・友好
都市青少年交流
事業 
成人式典開催事
業 

・新たなコミュニティの形
成や地域交流の下地とな
る。(糸満市子ども会育成
連絡協議会補助金・糸満市
青年団協議会補助金・糸満
市女性連合会補助金・糸満
市 PTA 連合会補助金) 
・成人に達した若年者の門
出を祝福し、大人としての
自覚を促す。(糸満市二十
歳を祝う式典実行委員会補
助金) 
・姉妹都市・友好都市との
交流により青少年の健全育
成とリーダー育成に資す
る。(糸満市青少年交流事
業実行委員会補助金) 

〇薬物を乱用している若者の
中には、様々な問題を抱えて
自殺リスクの高い子もいる。 
〇各種団体の役員等にゲート
キーパー研修等を受講しても
らうことで、そうした自殺リ
スクの高い若者の早期発見・
早期対応を図れるようになる
可能性がある。 

110 生涯学習課 図書館の管理 

・住民の生涯学習の場とし
ての読書環境の充実 
・映画会・お話し会等の開
催など教育・文化サービス
の提供 

〇自殺予防のポスター掲示、
リーフレットの配布 
※「認知症」について関係課
と連携し特集展示を行ってお
り、自殺対策強化月間等での
関係課との連携は可能。 
〇気になる子の見守り、赤ち
ゃんおはなし会等で育児に悩
む親子を子育て支援機関へつ
なげる場としている。 

111 学校教育課 小中連携事業 

・小学校、中学校間で連携
し、スムーズな移行を図る
とともに、希望や目標をも
って各学校に入学し、それ
ぞれの学校生活にスムーズ
に移行できる児童生徒を育
てることを目的とする。 

〇小学校、中学校間で、児童
生徒の家族の状況等も含めて
情報を共有できれば、自殺の
リスクを抱える家庭を包括
的・継続的に支援することが
できる。 

112 学校教育課 

教育に関する調
査研究・会議や
連絡会の開催等 
（スクールカウ
ンセラー配置事
業および教育相
談員配置事業） 

・不登校対策として、スク
ールカウンセラーの配置や
教育相談室相談員との連携
強化を図る。 

〇不登校の子どもは当人自身
のみならず、その家庭も様々
な問題や自殺リスクを抱えて
いる可能性もある。 
〇そうしたリスクに対して、
スクールカウンセラーや専門
相談員と連携することで、児
童生徒の家庭の状況にも配慮
しながら、連携して問題解決
へとつなげることが可能にな
り得る。 
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No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

113 学校教育課 
スクールソーシ
ャルワーカー活
用事業 

・社会福祉等の専門的な知
識や技術を有するスクール
ソーシャルワーカーを活用
し、さまざまな課題を抱え
た児童生徒に対し、当該児
童生徒が置かれた環境へ働
きかけたり、関係機関等と
のネットワークを活用した
りするなど多様な支援方法
を用いて課題解決への対応
を図る。 

〇さまざまな課題を抱えた児
童生徒自身、及びその保護者
等が自殺リスクを抱えている
場合も想定される。 
〇スクールソーシャルワーカ
ーによる関係機関とも連携し
た包括的な支援は、児童生徒
や保護者の自殺リスクの軽減
にも寄与し得る。 

114 学校教育課 
不登校児童生徒
支援事業 

・不登校児童生徒(公立学
校に通う小中学生)を対象
にした適応指導教室を設置 
・不登校児童生徒の集団再
適応、自立を援助する学
習・生活指導等の実施 
・不登校児童生徒の保護者
に対する相談活動の実施 

〇適当指導教室の指導員にゲ
ートキーパー研修を受講して
もらうことで、自殺リスクの
把握と対応について理解が深
まり、不登校児童生徒の支援
の拡充につながる可能性があ
る。 
〇ゲートキーパー研修受講に
より、不登校児童生徒の保護
者から相談のあった場合に、
指導員が必要に応じて適切な
機関へつなぐ等の対応をとれ
るようになる可能性がある。 

115 学校教育課 
教育相談（いじ
め含む） 

・子どもの教育上の悩みや
心配事に関する相談を、教
育相談員（心理）が対面で
受け付ける。また、仕事の
都合や家庭の事情等で来室
できない場合には、電話相
談も行う。 

〇学校以外の場で専門の相談
員に相談できる機会を提供す
ることで、相談の敷居を下
げ、早期の問題発見・対応に
寄与し得る。 
〇教育相談に訪れた保護者に
リーフレットを配布すること
で、相談先情報の周知を図る
こともできる。 

116 学校教育課 
いじめ防止対策
事業 

・フォーラムの開催や、各
校のいじめ防止基本方針の
点検と見直し、個別支援等
を通じて、いじめの早期発
見、即時対応、継続的な再
発予防を図る。 

〇いじめは児童生徒の自殺リ
スクを高める要因の 1 つであ
り、いじめを受けている児童
生徒の早期発見と対応を行う
だけでなく、いじめを受けた
子どもが周囲に助けを求めら
れるよう、SOS の出し方教育
を推進することで、児童生徒
の自殺防止に寄与し得る。 
〇フォーラム開催時や個別支
援時に、リーフレットを児童
生徒に配布することで、いじ
めにあった際の相談先の情報
等を周知できる。 
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No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

117 学校教育課 
校内自立支援室
事業 

・学校内にある空き教室等
を活用し、当事業により配
置する学習支援員及び教職
員が、不登校児童生徒、及
び登校できるが教室に入れ
ない児童生徒等に対し、多
様な学習の機会を確保し、
児童生徒の社会的自立を促
す。 

〇不登校の子どもは当人だけ
でなく、その家庭も様々な問
題を抱えている可能性があ
る。 
〇児童生徒の家庭状況にも配
慮しながら、問題を察知した
場合には適切な機関につない
でもらう等、ボランティアが
気づき役、つなぎ役としての
対応をとれるようになる可能
性がある。 

118 学校教育課 
就学に関する事
務 

・特別に支援を要する児
童・生徒に対し、関係機関
と協力して一人ひとりの障
害及び発達の状態に応じた
きめ細かな相談を行う。 

〇特別な支援を要する児童・
生徒は、学校生活上で様々な
困難を抱える可能性が想定さ
れる。 
〇各々の状況に応じた支援
を、関係機関が連携・展開す
ることで、そうした困難を軽
減し得る。 
〇児童・生徒の保護者の相談
にも応じることにより、保護
者自身の負担感の軽減にも寄
与し得る。 

119 学校教育課 

就学援助制度と
特別支援教育就
学奨励費補助に
関する事務 

・経済的理由により、就学
困難な児童・生徒に対し、
給食費・学用品等を補助す
る。 
・特別支援学級在籍者で、
世帯収入が一定額以下であ
る方に対し、就学奨励費の
補助を行う。 

〇就学に際して経済的困難を
抱えている児童・生徒は、そ
の他にも様々な問題を抱えて
いたり、保護者自身も困難を
抱えている可能性が考えられ
る。 

120 学校教育課 
地域子ども育成
会議 

・次代の地域を担う子ども
を住民全体で育成するた
め、住民会議を設置し、青
少年の健全育成活動を推進
する。(住民会議(年 3
回)、企画運営委員会(年 4
回)、校区青少年健全育成
組織会長等研修会の実
施)(明るく楽しい学校づく
り地域大会、子どものつど
い、心の扉を開く家庭づく
り講座の開催) 

〇関連の会議のなかで、青少
年の自殺の現状と対策（生き
ることの包括的支援）につい
て情報提供を行うことによ
り、現状と取組についての理
解を深めてもらう機会となり
得る。 
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No. １．担当部署 ２．事業名 ３．事業概要 ４．自殺対策の視点 

121 学校教育課 青少年教育事務 
・青少年の豊かな人格形成
や指導者の資質の向上を図
る各種講習会の開催 

〇青少年層は学校や会社等で
のつながりが切れてしまう
と、社会との接点を喪失し孤
立化する危険性が高い。 
〇青少年たちの集える場や機
会の創設・運営を支援するこ
とで、自殺のリスクを抱えか
ねない青少年との接触を図れ
る可能性がある。 

122 学校教育課 

青少年センター
の運営 
（中高生向け活
動支援、居場所
提供等） 

・中高生の活動支援・居場
所提供・中高生担当指導員
との日常的な関わりの実施 

〇中高生向けの学習支援は、
彼らに放課後の居場所を提供
することにもつながる。 
〇中高生との日常的な関わり
を通じて、家庭の状況等を含
めた問題の把握ができれば、
困難な状況にある若年層を支
援する上での有効な窓口とし
て機能し得る。 

123 警防課 
自殺対策研修及
び支援 

・救急等の活動上必要な研
修等による知識と技術の向
上を図るとともに、自殺未
遂者や関係者等に対する予
防対策を行う。 

〇職員研修の中で自殺未遂者
への対応方法等についての講
義等を設けることができれ
ば、自殺リスクを抱えた人へ
の支援の充実につながり得
る。 
〇救急等の出動の際に、自殺
対策に関連する相談窓口の情
報が掲載されたリーフレット
を本人や関係者に手渡すなど
により、何らかの支援につな
げるための情報の提供、継続
的な支援への接点となり得
る。 

124 警防課 
自殺者対策救急
事後検証会 

・自殺者・未遂者搬送症例
を抽出し関係機関への情報
提供を行うことにより、自
殺者の予防を目指す。 

〇救急事後検証の中に自殺未
遂のケースも含めることによ
り、初期対応につながり得
る。 

125 警防課 
自殺予防パンフ
レットの配布 

・自殺予防パンフレットを
救急等の出動時等に配布す
ることで、一人でも多くの
自殺未遂者や関係者等への
問題啓発を図り、自殺防止
に努める。 

〇啓発用リーフレットの配布
を通じて、地域の支援機関等
の資源について自殺未遂者や
関係者等に情報周知を図るこ
とができる。 
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第 6 章 推進体制 
 

１ 庁内における推進体制  

 自殺対策は保健、医療、福祉、教育、労働、法律等との連携の下、切れ目のない

支援体制を構築することが必要です。そのため、庁内各分野の部署と連携し、総合

的かつ効果的に自殺対策を推進します。 

 

２ 地域及び関係機関や団体との連携  

 計画の推進にあたっては、医療機関、社会福祉協議会や民生委員・児童委員協議

会等と相互に連携を図る必要があります。そのため、各団体の取組を進めていくと

ともに、市の広報紙 やパンフレット等を適切な機会を活用し、地域や関係機関等

へ広く周知し、連携に努めます。 

 

３ 計画の点検・評価  
 本計画の推進にあたっては、計画の進捗管理が重要となります。また、大綱にお

いて「地域レベルの実践的な取り組みは PDCA サイクルを通じて推進する」とさ

れています。そのため、自殺の現状や各事業の取組状況を点検・評価し、その結果

について「糸満市健康づくり推進協議会」において報告し、協議会の意見・提言を

受け計画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 今後の展望 

本計画に基づく各自殺対策に関わる取組を推進することで、本市における自殺対

策施策の質を向上させ、潜在的なこころの悩みを抱える者をより早期に発見し、関

係機関とつなげ支援することができる「誰も自殺に追い込まれることのない糸満市

の実現」を実践していきます。また、自殺対策や精神保健について正しい理解を広

め、市民のみなさん一人ひとりが自殺対策を進めていく中での重要な役割を担う一

員であるということを伝えられるよう活動に取り組みます。 

 

 

健康づくり推進協議会 

・有識者 ・保健所等の関係行政機関 

・医師会、歯科医師会等 

・教育関係 ・事業所および関係団体等 

 

 

身近な地域 

報告 

意見・提言 



 

 

 

 

糸満市役所 

市民健康部 健康推進課 

TEL：098-840-8126 

FAX：098-840-8154 

 


